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 午前１０時００分 開  議 

 

○相田克平議長 おはようございます。 

  ただいまの出席議員24名であります。 

  直ちに本日の会議を開きます。 

  本日の会議は議事日程第４号により進めます。 

 

 

 

日程第１ 一般質問 

 

○相田克平議長 日程第１、一般質問を行います。 

  順次発言を許可いたします。 

  一つ、自主防災組織の取組について外２点、５

番井上由紀雄議員。 

  〔５番井上由紀雄議員登壇〕（拍手） 

○５番（井上由紀雄議員） おはようございます。 

  至誠会の井上由紀雄です。３日目、先鋒を務め

させていただきます。よろしくお願いいたします。 

  また、南部小の６年３組の皆さん、おはようご

ざいます。（「おはようございます」の声あり） 

  皆さん、これから何年か後に市議会議員を目指

していただいて、25歳から立候補できますので、

市議会議員を目指していただいて、今日の一般質

問を聞いていただいて、そして皆さんがここに立

って一般質問して、私が皆さんの席にいて一般質

問を拝聴できるような関係になればいいなと思

いますので、ぜひ最後まで聞いてください。一番

最後に動物の話もしますので、昨年、グラウンド

に熊の足跡が残っていたというお話も聞きまし

たけれども、今日は熊ではないですけれども、お

話をしたいと思いますので、ぜひよろしくお願い

したいと思います。 

  それでは早速質問に入らせていただきます。 

  今年で東日本大震災から10年が過ぎました。い

まだ被災した多くの方がふるさとに戻れない状

況が続いており、御心労いかばかりかとお察しい

たします。 

  新庁舎開庁の折、御来賓の方から、東日本大震

災が発生した直後から被災地対応の拠点として

米沢市がその役目を担ったお話があり、それらを

踏まえ、新庁舎は太陽光パネル、自家発電設備、

燃料の備蓄なども行っており、災害に強く、有事

のときは即時に対応できる庁舎である旨の説明

がありました。 

  そのような中、今年に入ってから全国的に地震

が頻発しております。東北地方でも震度３以上の

地震が24回以上観測されています。５月14日午前

８時58分頃、本議場の開場式当日、福島県沖を震

源としたマグニチュード６の地震が発生し、米沢

市で震度３の揺れを観測したのは記憶に新しい

ところでございます。 

  私ごとになりますが、このとき生まれて初めて

免震装置の機能を体感させていただきました。 

  さて、日々の生活においても、大雪が毎日降り

続いたり、豪雨や地震があった翌日には必ずと言

っていいほどそのことが話題に上がります。しか

し、それに続いて、いつでも避難できるように準

備したり、非常時持ち出し袋を枕元に置いて寝た

などの避難行動に関する話題にまではなかなか

至りません。災害は危険だと分かっていても、自

分だけは大丈夫、今まで何もなかったし、この間

もすごい雨だったけれども大丈夫だったとの思

い込みから、その後の行動に結びつかないのが実

情のように思います。災害は忘れた頃にやってく

ると言っていながら、慣れが危険の意識を低下さ

せています。 

  そのような中にあって、自主防災組織は、地区

民の災害に対する常日頃からの危険意識の高揚

と非常時の行動を共に考え、万が一のときにはま

ず住民一人一人が自らの命は自ら守る自助と、次

に隣近所や地区民同士が助け合う共助により、被

災者の避難誘導や要支援者への避難行動支援、そ

して避難所のお手伝い等の役割を担い、同じ地区

に住まいしているからこそ、その結束力で災害発

生時の初期対応に大きな力を発揮する共助の最
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強の組織だと思います。 

  この自助、共助、公助は、米沢藩の中興の祖上

杉鷹山公の自助、互助、扶助の三助の思想から来

ています。生活のため作物は米以外の作物や特産

品にも力を入れるように、これが自助です。農民

に五軒組等のグループをつくり、何かあったとき

はまず五軒組で助け合い、それでも駄目なときは

近隣の五軒組も協力しなさいと、これが互助です。

そして、それでもしのぎ切れないときは藩が対応

します。扶助です。この三助と非常時のために備

えていた備蓄米によって、天明の大飢饉で米沢藩

は一人の餓死者も出すことなく飢饉を乗り切る

ことができたそうです。 

  万が一、災害が起きた場合は、自助、共助によ

り最小限に人命の被害を抑え、公助の物資支援や

救助活動、災害対応に移行できるように、大項目

１、自主防災組織の取組についてお伺いいたしま

す。 

  昭和52年に最初の自主防災組織が誕生してから

43年がたちました。自主防災組織の組織率はどの

くらいに達したのでしょうか。また、自主防災組

織の必要性は分かっていても、組織の立ち上げは

地区によってばらつきがあるように思います。各

地区の組織率を上げるための支援や活動はどの

ように行われているのでしょうか。 

  小項目１、自主防災組織の組織率の現状と組織

立ち上げの促進についてお伺いいたします。 

  また、自主防災組織が防災活動を行うために必

要な防災資機材の交付を受けた場合、自主防災組

織防災資機材交付要綱の遵守事項で「防災資機材

を利用した防災訓練を毎年１回以上行うこと」と

なっています。避難所までの避難経路確認や要支

援者への安否確認と避難誘導等を含めた防災訓

練の現状はどのようになっているのでしょうか。 

  また、防災士の資格を有する方が30名ほどおら

れると聞いております。地区ごとに予想される災

害の対応や防災訓練のアドバイザーとして、防災

士の人材と知識の有効活用が図れないでしょう

か。 

  小項目２、自主防災組織の防災訓練の現状と防

災士の活動支援についてお伺いいたします。 

  同じように、自主防災組織の活動や運営に問題

や課題が生じても、自主防災組織の役員だけに問

題や責任が押しつけられれば、役員の成り手がな

くなり、運営や活動の継続が危ぶまれることにな

るかもしれません。各地区の自主防災組織の代表

の方々が情報や意見交換を行える機会の提供や

組織の連携についてはどのような状況になって

いるでしょうか。 

  小項目３、各地区の自主防災組織の連携につい

てお伺いいたします。 

  続いて、大項目２、中山間地域における災害の

対応についてお伺いいたします。 

  少子高齢化や若者の市街地への住居移転で、中

山間地域に住まいする方々が年々少なくなりつ

つあります。戸数や住民の減少は災害や緊急時の

ことを考えると心細くなりますが、転居費用の問

題や住み慣れた場所で生活したいなど様々な理

由で中山間の集落にとどまる方がおられます。 

  そのような状況下で大規模災害が発生した場合、

河川の氾濫や土砂崩れなどで道路が通行できな

い状況になり、集落が孤立し、被災者の救助や発

見が遅れる可能性があるかもしれません。そのよ

うなときの対応はどのようになっているのでし

ょうか。中山間地域で避難所がない集落や、避難

施設として休校中の分校や元分校も指定されて

いるところもあります。避難所がない集落への対

応や、休校中の分校や元分校の管理状況と防災備

品の配備を含めた現状はどうなっているのでし

ょうか。 

  小項目１、集落の孤立と避難施設についてお伺

いいたします。 

  最後に、大項目３、ニホンジカの生態と被害対

策についてお伺いいたします。 

  春を迎え、田植や畑作が始まると野生動物の活

動が一段と活発になります。猿は山と里の境界線
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を移動しながら各家の作付作物の品種と生育状

況を確認し、イノシシは休耕田や畦畔、作付前の

ソバ畑や農道の掘り起こしに一生懸命です。そし

て、新聞には人家近くでの熊の目撃情報の掲載が

増えていきます。人間を気にしない、人慣れした

野生動物が増えており、互いの距離が年々狭まっ

ているように感じます。 

  そのような中、今年に入って水窪ダム周辺でニ

ホンジカ５頭が目撃されたとの話を聞きました。

平成26年２月にニホンジカ２頭が狩猟によって

初めて捕獲されて以来、度々目撃されています。

偶蹄類、つまり偶数のひづめを持っている野生動

物の中で、森林や農作物に最も大きな被害をもた

らすのはカモシカやイノシシよりもニホンジカ

ではないかと思います。 

  江戸時代の書物米沢産物集にはカモシカとイノ

シシの名前が載っております。当時から米沢藩内

に生息していたようです。米沢産物集にニホンジ

カの名前は見当たりませんが、一度姿を消したイ

ノシシは予想を上回る勢いで個体を増やしてい

ます。カモシカは牛の仲間ですが、雪国育ちです

し、岩手県北部の積雪地帯にもニホンジカは生息

しています。水窪ダム周辺で確認されたニホンジ

カは、当地で交配し生存している個体なのでしょ

うか。 

  今後、農作物の被害や樹木の皮剝ぎ等の被害を

出さないために、小項目１、ニホンジカの個体管

理についてお伺いいたします。 

  以上で壇上からの質問を終わります。 

○相田克平議長 安部市民環境部長。 

  〔安部道夫市民環境部長登壇〕 

○安部道夫市民環境部長 私からは、１の自主防災

組織の取組についてと２の中山間地域における

災害時の対応についてお答えいたします。 

  初めに、自主防災組織の組織率の現状と組織立

ち上げの促進についてですが、まず本市の自主防

災組織の現状としては、令和３年４月１日現在で

は217組織が結成されており、全世帯に対する組

織率の割合は70.3％となっており、年々新たに組

織化されてはいるものの、県全体から見れば低い

状況であります。 

  本市では特に大規模な風水害や地震発生による

被害を受けたことが少ないため、共助である自主

防災組織の必要性を認識していない市民がおら

れ、組織化がなかなか進んでいない状況となって

います。また、自主防災組織設立のための出前講

座を行ったところ、長年住んでおられる方々と新

たに町内へ転居された方では防災意識の違いも

あり、結成には至らなかった事例もありました。 

  一方で、周辺地域と市街地の一部の地域ではコ

ミュニティセンターを中心とした自主防災組織

連合会が結成されており、合同の研修会、防災訓

練を行い、地域全体として防災意識の向上に努め

ているところもございます。 

  このようなことから、市民の防災に関する意識

高揚を図るために、広報よねざわや市ホームペー

ジへの防災関係記事の掲載、昨年はコロナ禍によ

り要請件数が減少した防災のまちづくり出前講

座を可能な限り開催し、さらには県主催の自主防

災組織リーダー研修などへの参加、防災士の資格

取得講座の受講を働きかけるなど、自主防災組織

の必要性について引き続き普及啓発活動に努め

ていく必要があると考えております。 

  さらに、組織率の低い地区の各コミュニティセ

ンターに重点的に働きかけを行い、防災に関する

意識啓発を中心に、自主防災組織化、組織率向上

に取り組んでまいります。 

  また、新たに自主防災組織を結成した場合や自

主防災組織が防災訓練を実施した場合に、世帯数

に応じて防災資機材を交付する自主防災組織防

災資機材交付制度もありますので、こちらも併せ

て周知し、組織化の促進、活動の活性化につなげ

ていきたいと考えております。 

  次に、訓練等の現状と防災士の活用支援につい

てですが、昨年度の自主防災組織独自の防災訓練

については、新型コロナウイルスの感染予防から
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訓練を実施しなかったところが多く、避難訓練、

初期消火訓練、炊き出し訓練などの防災訓練を実

施した自主防災組織は９組織あり、延べ人数458

名が参加しております。訓練の折には、防災訓練

を実施した自主防災組織に対する支援として世

帯数に応じた防災資機材を現物支給したところ

でございます。 

  また、本市から各自主防災組織に提供している

避難行動要支援者名簿を基に町内防災マップを

作成し、高齢者や障害者を災害時の避難誘導の際

に誰が声がけをし誘導するのかを定め、避難誘導

訓練を実施している自主防災組織もございます。 

  現在、各避難所の施設管理者と担当職員の顔合

わせ、避難所開設についての話合いを行っており、

避難所開設訓練を実施したいとの意向をお持ち

の地域もあります。 

  大規模災害時は市職員だけでの避難所運営には

限界がありますので、地域の実情を把握している

自主防災組織の協力が不可欠となります。防災資

機材の使用方法も含めて避難所開設訓練の実施

に向け、支援などを行ってまいります。 

  次に、防災士の自主防災組織活動への支援につ

いてでありますが、本市で防災士有資格者として

把握している人数は35名であり、自主防災組織の

会長やリーダーとして活動されている方、消防職

員、消防団員ＯＢの方などが取得しており、地元

の防災訓練への参加や、訓練計画の作成に助言、

協力など防災活動を行っております。また、山形

県自主防災アドバイザーとして、自主防災組織が

設立されていない町内会に出向き、講座を行い、

活躍されている方もいらっしゃいます。 

  次に、各地区の自主防災組織の連携についてで

すが、自主防災組織の連携については、災害の規

模が大きくなればなるほど市職員だけでの避難

所従事が難しくなってきますので、自主防災組織

同士の連携が重要になってくるものと思われま

す。現在、自主防災組織の意見交換などの場とし

ては、コミュニティセンターを中心とした自主防

災組織連合会が結成されている地区では地区内

で意見交換や連携が可能となっております。また、

県主催の自主防災組織リーダー研修会でも県内

各地の自主防災組織が参加しますので、様々な活

動事例などを参考にすることができるようにな

っております。 

  次に、２の中山間地域における災害時の対応に

ついての御質問にお答えいたします。 

  内閣府による孤立集落の定義については、中山

間地域の地区及び集落において、道路交通による

外部からのアクセスが、地震、風水害に伴う土砂

災害などによる道路構造物の損傷、道路への土砂

堆積などの要因により、人の移動、物資の流通の

点で困難となり、住民生活が困難もしくは不可能

となる状態になることを指し、本市では25の集落

が該当しております。そのような地域では、風水

害、地震などの大きな災害による土砂災害発生の

リスクが高く、土砂崩れによる道路の寸断のほか、

電柱等が土砂に巻き込まれれば集落が停電する

おそれもあり、住民生活が困難な状態で孤立する

おそれがあります。 

  孤立のおそれのある25の集落内の避難所のうち

三沢西部小学校、田沢コミュニティセンター、板

谷集会所の３か所については避難所として開設

できる体制にはあるものの、山梨沢分校、李山分

校、旧赤崩分校の３か所につきましては、まずは

近隣の小中学校、コミュニティセンターを避難所

として開設するため、避難所開設の優先順位が低

いことから、発電機や投光機を配備しているもの

の、水や食料品、毛布などの防災資機材を配備し

ていない状況であり、また避難所運営を行う市職

員も配置していないところです。 

  本市といたしましては、自宅周辺の自然災害の

発生リスクを把握していただくため、令和２年４

月に米沢市防災マップを全戸配布し、浸水想定区

域、土砂災害警戒区域、土砂災害特別警戒区域を

地図上に表示し、周知しているところであります。 

  土砂災害による被害では災害復旧に時間を要す
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ることがありますので、気象状況を確認していた

だき、早め早めに安全な場所に避難することが重

要となります。本市が発出する避難情報などにつ

いても、迅速に発信し、市民の速やかな避難行動

につなげていきたいと考えております。 

  なお、孤立のおそれのある集落のうち９つの集

落には住民説明会を実施し、通信手段の確保とい

たしまして衛星携帯電話とガスボンベ式発電機

を集会所などに防災資機材として配備している

ところでございます。 

  私からは以上です。 

○相田克平議長 土屋教育長。 

  〔土屋 宏教育長登壇〕 

○土屋 宏教育長 私からは、２の中山間地域にお

ける災害時の対応についての御質問のうち、避難

所として指定されている分校の維持管理につい

てお答えいたします。 

  避難所として指定されている分校は、全て休校

もしくは閉校となっている状況にあります。分校

施設の設備関連につきましては、電気及び水道は

必要に応じて使用できる状態になっております。

施設関連につきましては、冬期間、積雪による倒

壊等を防止するため、定期的な雪下ろし、施設開

口部の破損防止のための雪囲いを行っておりま

す。また、１年を通したものとして、定期的な消

防設備点検、電気工作物の保守管理を行っており

ます。 

  なお、分校施設の使用の際に必要となる鍵の管

理につきまして、地区の御協力をいただき、管理

していただいているところです。 

  今後とも、避難所として指定されている分校施

設については、災害等の発生時において避難所と

しての機能を確実に果たすことができるよう引

き続き維持管理をしていきたいと考えておりま

す。 

  私からは以上です。 

○相田克平議長 安部産業部長。 

  〔安部晃市産業部長登壇〕 

○安部晃市産業部長 私からは、３のニホンジカの

生態と被害対策についてお答えいたします。 

  山形県におけるニホンジカの生息については、

旧レッドデータブック山形動物編によりますと

1919年の捕獲が最後の記録で、以後、信頼できる

生息情報は得られず、「絶滅したものと判断され

る」とされておりましたが、平成21年６月に初め

て大石田町で交通事故による死亡個体が報告さ

れて以来、目撃情報も増え、目撃地域も拡大して

いるところです。 

  そうした状況の中、本市におきましては、議員

のお話の中にもありましたが、平成26年度に２頭

が捕獲されて以降、有害捕獲としては平成28年度

に１頭、平成30年度に２頭、そして令和２年度に

は10頭捕獲されているところであります。 

  そこで、水窪ダム周辺で生息が確認された５頭

のニホンジカでありますが、鹿の行動範囲は広く、

県境を越えるほどと言われており、隣県等から越

境してきたことも考えられますが、子連れのニホ

ンジカも確認されておりますことから、当地で交

配が進んでいることも十分考えられ、このような

ことから今後生息数が増加し、農林業や森林生態

系への深刻な被害を及ぼすことが懸念されてい

るところです。 

  次に、農作物被害の皮剝ぎ被害につきましては、

本県では主な被害は出ておりませんが、その防除

には電気柵や防護柵といった侵入防止柵を設置

することが有効で、イノシシや猿被害も併せて発

生している地域においてはその対策も兼ね備え

た電気柵の設置が望まれております。また、その

設置に当たっては、単体ではなく、地域全体が一

体となって取り組むことで広域な防除が図られ、

より効率的に被害を防止できるものと考えてお

ります。併せて、鹿が隠れる場所となる耕作放棄

地ややぶの刈り払いを行い、人と鹿をすみ分ける

緩衝帯を設けるなどの環境整備を行うことが有

害鳥獣被害防除を行う上で重要な対策と考えら

れます。 
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  次に、捕獲による個体管理についてであります

が、猟友会を中心に、主に積雪期に銃器を活用し、

被害の未然防止とともに生息数の減少を図るた

め、計画的、効果的な捕獲を実施しているところ

です。 

  また、県では令和２年に山形県ニホンジカ管理

計画を策定しております。この計画に基づきなが

ら、県、関係機関と相談もしながら、目撃情報や

被害情報を集約し、生息状況調査を行いながら被

害対策を推進してまいります。 

  私からは以上です。 

○相田克平議長 井上由紀雄議員。 

○５番（井上由紀雄議員） 御答弁ありがとうござ

います。 

  順序よく聞かせていただきたいと思います。 

  自主防災組織の組織率の状況と立ち上げの促進

について、組織率が70.3％ということで、結構高

い率になっているのかなと思います。 

  先ほど東日本大震災のことを申し上げたわけな

のですけれども、実際、米沢市で避難したという

事例は令和元年の台風19号のときではなかった

のかなと思います。避難準備情報が２万6,000世

帯に、避難勧告が7,000世帯に出たということで、

多くの方が避難所まで徒歩や車で避難されたと

いうことでした。 

  壇上でも申し上げたわけなのですけれども、自

主防災組織が災害に対していち早く危険を察知

して、地区住民が結束して災害発生時に初期の対

応を行えば、人に対して成果が出るのではないか

なと思います、初期対応を行ったことで。本来で

あれば自主防災組織は100％が望ましいとは思う

のですけれども、先ほど部長の答弁にあったので

すけれども、今後100％に向けていくのか、それ

とも内々でここら辺までのパーセントでいいの

かなというところで線引きをするのか、そこら辺

のお考えをお聞かせいただければと思います。 

○相田克平議長 安部市民環境部長。 

○安部道夫市民環境部長 自主防災組織の組織率で

すが、こちらはまちづくり総合計画の後期計画に

も掲載しておりますが、100％を目指してまいり

たいと考えております。 

○相田克平議長 井上由紀雄議員。 

○５番（井上由紀雄議員） 組織率を上げるために、

先ほどいろいろな手だてを行っていることをお

聞きしました。先ほど申し上げた台風19号のそう

いう事例なども皆さんに感じ取っていただく、空

想でなくて、実際身に起きたことを感じ取ってい

ただくのも大変重要なことかなと思いますので、

そこら辺も発信しながらしていただければと思

います。 

  防災訓練の現状と防災士の活用支援ということ

で、防災訓練の現状なのですけれども、先ほどい

ろいろな避難訓練から消火訓練活動などもやっ

ておられるということだったのですけれども、そ

の地区地区によって多分避難所までの経路が違

うと思うのです。避難所までの足取り、避難経路

等についての訓練などもやっておられるのか、も

しお分かりでしたら教えていただければと思い

ます。 

○相田克平議長 安部市民環境部長。 

○安部道夫市民環境部長 やはり地域ごとに様々な

特性があるかと思います。長井盆地西縁断層帯に

よる地震災害あるいは防災マップの活用に基づ

いて、風水害、浸水想定あるいは土砂災害といっ

たものを想定いたしまして、より実効性のある防

災訓練を実施しているところでございます。 

○相田克平議長 井上由紀雄議員。 

○５番（井上由紀雄議員） 米沢市の総合防災訓練、

秋に行っているわけなのですけれども、そこのと

ころで各地区の防災組織の方々が旗をそろえて

集まってきて見学をする、救助訓練なども見てい

るところがございますけれども、やはり自分で実

践してみるということが一番大事なのかなと

常々自分は思うわけです。ぜひそこら辺も防災組

織の方にも加わっていただいて訓練を行うよう

な防災訓練等、これからそういうお考えはないか
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どうかお聞きしたいと思います。 

○相田克平議長 安部市民環境部長。 

○安部道夫市民環境部長 実効性をまずは感じてい

ただくこと、具体的な行動につなげていただくと

いうことが重要な課題かと思っております。今御

提案のありましたような訓練の在り方も今後模

索してまいりたいと考えております。コロナ禍と

いうことで、大がかりな訓練というのができない

状況でございますが、そのような視点も加えなが

ら在り方について検討してまいりたいと考えて

おります。 

○相田克平議長 井上由紀雄議員。 

○５番（井上由紀雄議員） 訓練に特化して大変申

し訳ないのですけれども、全ての自主防災組織が

先ほど言った心肺蘇生とか消火訓練とかそうい

う訓練は全て一律なのでいいと思うのですけれ

ども、地域特性を踏まえた訓練、それから防災マ

ップ、皆さんのところに配られているわけなので

すけれども、ここ近年、集中豪雨で、いつもは氾

濫しないような側溝が氾濫して通れなくなった

とか、そういう場合にも備えながらの訓練をして

いくべきだなと思っているのですけれども、災害

が起きそうな場合に自主防災組織の役員の方々

で現地を回っていただくというお考えはないで

しょうか。 

○相田克平議長 安部市民環境部長。 

○安部道夫市民環境部長 リーダーの方が率先して

ということでよろしかったでしょうか。（「はい」

の声あり） 

  一義的にはそういった自主防災組織の方がまず

行動を起こしていただくということで、重要なこ

とかと考えております。そういった行動について

も自発的に自然に出るような、そういった啓発、

訓練、そういったものも考えていく必要があるか

と考えております。 

○相田克平議長 井上由紀雄議員。 

○５番（井上由紀雄議員） それに付随してなので

すけれども、先ほど防災士の方々のお話がありま

したけれども、防災士の方々が30名もおられるの

で、各地区に割当てではないですけれども、協力

願える方がいたらば各地区に、どこどこ地区はと

いうことで配置をしていただいて、防災訓練のア

ドバイスとかそういうことをやっていただくよ

うなお考えは、これからはどうでしょうか。 

○相田克平議長 安部市民環境部長。 

○安部道夫市民環境部長 各地区にいらっしゃいま

す防災士の方につきましては、御自身が属してい

る地区の様々な訓練に御協力をいただいている

ものと認識しているところでございますが、全市

的な協力、そういった体制というものについては、

今はそういった体制は構築されていないという

状況でございます。防災士の方々にお考え、御意

見をお聞きしながら、そのような活動が可能なの

かどうかということについては検討してまいり

たいと考えているところでございます。 

  また、先ほど答弁の中で申し上げましたけれど

も、山形県の自主防災アドバイザーの委嘱を受け

ておられる防災士の方もいらっしゃいます。そう

いった方については、地区の垣根を越えた協力、

支援というものも可能になってまいりますので、

そのような制度の活用というものについても周

知していきたいと考えているところです。 

○相田克平議長 井上由紀雄議員。 

○５番（井上由紀雄議員） 防災士のアドバイザー

もいらっしゃるので、山形県防災士会もございま

すので、ぜひ米沢市にも防災士会をつくっていた

だいて、災害に強い米沢を目指しながら、避難誘

導も全て完璧にできるようにしていただければ

と思いますので、もう一度そこを御答弁いただけ

ればと思います。 

○相田克平議長 安部市民環境部長。 

○安部道夫市民環境部長 やはり有資格者といいま

しょうか、専門的な知見をお持ちの方が大勢いら

っしゃるということでございます。防災に関して、

こういった有資格者、専門的知見というものをど

んどん取り入れて、有効な活動というものにして
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いきたいと考えておりますので、ぜひここは検討

してまいりたいと考えているところです。 

○相田克平議長 井上由紀雄議員。 

○５番（井上由紀雄議員） 次に、議長の許可を得

て参考資料を掲載しました。これは会派で北海道

釧路市の視察を行ったときの資料です。 

  釧路市の自主防災組織では、支援が必要な個人

ごとの避難行動要支援者避難支援プランを作成

し、災害時、まずは、先ほども述べましたけれど

も、自分や家族の安全を最優先に確保して行う自

助をして、確保したならば、支援プランにのっと

り避難支援を行うこととしております。避難者の

体の具合や支援の内容、希望の避難場所、連絡を

取れる方の電話番号などの記載が設けてありま

す。誰が支援に携わるのかも分かります。このよ

うにあらかじめ決められていれば、迷うことなく

早急に適切な対応ができると思います。 

  せっかく米沢市でも要支援者リストを自主防災

組織が所持しているということですので、無駄な

動きや二次災害に巻き込まれるような危険がな

いように、釧路市の取組について見ていただいた

のですけれども、御意見をお聞かせいただければ

と思います。 

○相田克平議長 山口健康福祉部長。 

○山口恵美子健康福祉部長 避難行動要支援者の避

難支援につきましては、現在、避難支援を希望す

る方からの申請により名簿を作成し、民生委員児

童委員及び自主防災組織に対して名簿を提供し

て、避難支援の一助としているところです。 

  今年度は地域防災計画の見直しと併せ、災害時

要支援・援護者避難支援プランの見直しを行うこ

ととしております。個別計画につきましては、避

難行動要支援者一人一人の避難支援を具体的に

定めたものであり、大変重要なものと認識してお

り、全体計画の見直しの後に取り組んでいきたい

と考えております。 

  作成に当たりましては、行政だけでなく、地域

の関係団体や関係者による協力が不可欠であり

ますので、今後、先進地の計画策定の事例などを

参考として進めていきたいと考えております。 

○相田克平議長 井上由紀雄議員。 

○５番（井上由紀雄議員） ぜひよろしくお願いし

たいと思います。 

  次に、各地区の自主防災組織の連携についてと

いうことで、先ほどコミセンを中心に集まりがあ

るということだったのですけれども、米沢市全体

でのお考えはないでしょうか。 

○相田克平議長 安部市民環境部長。 

○安部道夫市民環境部長 確かに現在そういった体

制といいましょうか、仕組みがないという状況で

ございます。ただ、今後、御提案のありました自

主防災組織間の連携というものについては非常

に重要なものになってくると考えているところ

でございます。手始めといいましょうか、まずは

本市主催で自主防災組織のリーダー研修会の場

を設けて、意見交換や情報交換、共有の場として

活用できないか検討しているところでございま

す。 

○相田克平議長 井上由紀雄議員。 

○５番（井上由紀雄議員） よろしくお願いしたい

と思います。 

  先ほども申し上げたのですけれども、台風19号

のときの対応が、すばらしい対応ができたところ

と全然できていなかったところがあったもので

すから、先ほど申し上げたのですけれども、２万

6,000世帯の方々に避難準備情報が出ていながら

全ての方が避難したわけではないということも

ございますので、よろしくお願いしたいと思いま

す。 

  災害発生時に緊急情報をいち早く入手するため

に、米沢市で配られております防災ラジオも重要

な役割を果たしていると思います。危険地帯とい

うか、土砂崩れとか洪水などの被害を受けやすい

ところのお宅にお配りしているということだっ

たのですけれども、今後、防災組織の会長宅に配

付して、緊急のときはすぐ対応できるような方法
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ということもお考えがないか、今の防災ラジオの

利活用状況も踏まえて教えていただければと思

います。 

○相田克平議長 安部市民環境部長。 

○安部道夫市民環境部長 防災ラジオにつきまして

は、先ほど来お話が出ている令和元年の台風19号

の後に、このラジオの有効性あるいは課題の検証

を目的としたアンケート調査を行いました。その

回答をいただいた中では、やはり有効性はあるも

のの、緊急情報についてはスマートフォン、携帯

電話での情報入手が主だったという結果になっ

てしまったところでございます。 

  浸水想定の見直しに伴いまして、浸水のおそれ

のある地域が拡大しているという状況も踏まえ

まして、配付世帯の選定あるいは配付数量などの

検討について、緊急告知ラジオは有効ではあるも

のの、スマートフォンといった他の機器での情報

入手という方も多いということでございます。防

災ラジオにつきましても、音が聞き取りにくいと

いった問題の指摘もあったところでございます

ので、機種の選定などについて、配付についても

今後検証して検討してまいりたいと考えており

ます。 

○相田克平議長 井上由紀雄議員。 

○５番（井上由紀雄議員） スマホをお持ちの方で

あれば大変いいと思うのですけれども、防災ラジ

オにつきましても緊急の場合は自動的に電源が

入って大音量で流れるということもございます

ので、ぜひそこら辺ももう一度お考えいただけれ

ばと思いますので、よろしくお願いしたいと思い

ます。 

  続きまして、集落の孤立と避難施設についてと

いうことで、先ほど25集落の中の９つの集落にお

いては衛星電話等の設備がなされているという

ことで、大変ありがたいなと思います。 

  ただ、なされていないところですね、問題とし

ては。大規模災害になってしまいますと米沢市だ

けでなくて県内全部ということもあるかもしれ

ません。そのときに孤立集落に対する対応は、最

悪の場合はどのようにお考えなのかお聞かせい

ただければと思います。 

○相田克平議長 安部市民環境部長。 

○安部道夫市民環境部長 衛星携帯電話とガスボン

ベを配置している地区については、やはり避難所

が近くにないというところでございまして、残り

の地区については、公共施設ではないにせよ、地

区の公民館であるとかそういった避難できる場

所があるという状況でございます。 

  避難所がない集落の方々につきましては、先ほ

どの資機材、衛星携帯電話とガスボンベ式発電機

を配備した折、あるいは土砂災害ハザードマップ

作成時の事前説明と配付時の延べ３回ほど住民

説明会を開きまして、孤立する可能性、早めに安

全な場所へ避難していただくということについ

て周知をさせていただいているところでござい

ます。今後も、防災マップの更新の際、あるいは

市のホームページを活用いたしまして、繰り返し

周知をしてまいりたいと考えているところでご

ざいます。 

○相田克平議長 井上由紀雄議員。 

○５番（井上由紀雄議員） 避難できる場所を孤立

しそうな集落の方に教えておいていただくとい

うのは大変重要だと思います。２階があれば２階

に行くんだよとか、ここのうちは後ろの山が崩れ

そうだから向かい側のうちに行けということは

教えておいていただくことが一番重要だと思い

ますし、残っておられる方は結構お年を召してい

る方が多いものですから、早めの対応をするとい

うこともすごく大切だと思いますので、これから

もその点はよろしくお願いしたいと思います。 

  避難施設についてなのですけれども、休校中の

分校や廃校になった分校、それから小中学校につ

いて、日頃から地区の皆さんが利用されているの

であればそれなりの維持管理はできていると思

います、掃除から何からということで。ただ、コ

ミセンに鍵を預けていて、平時は何も利用しない
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となってくると、窓も開けない、何もやらないと

なってくるとだんだん朽ちてくる可能性もある

と思うのですけれども、そういう小中学校、廃校

になった学校も含めてなのですけれども、そうい

うところはないでしょうか。 

○相田克平議長 森谷教育管理部長。 

○森谷幸彦教育管理部長 休校、廃校になっている

学校施設、分校についてでありますが、一部、管

理する鍵、玄関の鍵等については、地域の方々に

管理していただいているところもありますし、分

校によっては一部集会施設として活用していた

だいているところもあると伺っておりますので、

地区の方々に鍵等の管理をお願いしながら、その

辺は担当であります私ども教育委員会と連携を

図りつつ、施設の管理についてはしっかりと避難

の際に活用できるように努めてまいりたいと考

えております。 

○相田克平議長 井上由紀雄議員。 

○５番（井上由紀雄議員） 元分校等についてなの

ですけれども、防災品の備蓄は行っていないとい

うことがございました、山梨沢、赤崩、李山分校

ということで。これは少量でもいいので、置いて

おくことができないのかどうか、お考えをお聞き

したいと思います。 

○相田克平議長 安部市民環境部長。 

○安部道夫市民環境部長 赤崩と李山の分校につき

ましては発電機と投光機を配備しておりますが、

確かに山梨沢については現在配備していないと

いう状況でございます。 

  今後は、この施設を管理している関係部署と協

議をいたしまして、備蓄の必要性なども含めて検

討してまいりたいと考えているところでござい

ます。 

○相田克平議長 井上由紀雄議員。 

○５番（井上由紀雄議員） 最後に、ニホンジカの

ことについてお聞きしたいと思います。 

  財産区の人たちで岩手県に行った際、広葉樹の

森で草をはんでいるニホンジカの親子を見るこ

とができました。ニホンジカというのはシダとト

リカブト以外は全て食べるそうです。空腹になれ

ば落ちた杉の葉っぱも枯れ枝も食すると、反すう

して栄養に変えるということを伺ってきました。 

  今のところ実被害もないし、個体も先ほど10頭

ということだったのですけれども、これから個体

が増えていった場合の対応なのですけれども、電

柵だけで対応ができるのかなという思いがござ

います。今のところはイノシシの場合ですと囲い

わな、電柵、銃器類を使っての捕獲がされている

わけなのですけれども、なるべく個体を増やさな

いような方法を取っていただければと思ってい

るところなのですけれども、そこら辺はいかがお

考えでしょうか。 

○相田克平議長 安部産業部長。 

○安部晃市産業部長 生息数が増加した場合の対応

ということですけれども、現時点では大きな被害

は確かに発生しておりませんが、やはり未然防止

とともに、現在は生息数の増加、分布域が拡大し

ていくことを防ぐために、目撃情報であったり自

動撮影カメラの映像などから生息エリアをしっ

かりと把握していくということ、そして猟友会の

皆様と情報を共有しながら効率的な捕獲、防除体

制を図れるような対策をしっかりと講じていく、

そういう検討をしていかなければならないと思

っております。 

○相田克平議長 井上由紀雄議員。 

○５番（井上由紀雄議員） また仮の話になって大

変恐縮なのですけれども、今後、ニホンジカが増

えていってイノシシと同じような状態になった

場合、今有効なのが、ジビエということが取り沙

汰されていると思います。イノシシの場合は個体

的にそれほど大きくないので捕獲して埋設もで

きると思うんですけれども、鹿に至ればイノシシ

の２倍３倍の大きさがあるものですから、それを

埋設という方法だけではちょっと大変だなと思

いますし、見た目にもすごく悪いのではないかな

と思いますし、野生動物の餌になり得るというこ
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ともあると思います。そのようなことを考えると

ジビエについてもある程度考慮していただきた

いと思いますけれども、そこら辺のお考えはお持

ちでしょうか。 

○相田克平議長 安部産業部長。 

○安部晃市産業部長 ジビエについては、現在イノ

シシ肉を使ったレシピづくりに取り組んでおり

まして、昨年度、猟友会や農家の皆様に２回の試

食を実施しております。 

  そこで、ニホンジカについては、今現在、捕獲

数が少ないものですから、レシピづくりには取り

組んでおりませんけれども、今後捕獲数が増えて

くるようであれば、埋めるよりも、併せてレシピ

づくりについても考えていかなければならない

と思っております。 

○相田克平議長 以上で５番井上由紀雄議員の一般

質問を終了し、暫時休憩いたします。 

 

午前１０時５７分 休  憩 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

午前１１時１０分 開  議 

 

○相田克平議長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

  次に進みます。 

  一つ、小中学生の「食の実態」と学校給食のあ

り方についてどのような見解か外３点、10番高橋

壽議員。 

  〔１０番高橋 壽議員登壇〕（拍手） 

○１０番（高橋 壽議員） おはようございます。 

  小学生の皆さん方が帰られたということで、給

食の問題ですので大変残念なのですが、質問をし

たいと思います。 

  私は、５月27日の教育委員会で了承された米沢

市学校給食基本方針について質問いたします。 

  米沢市の小中学校の食の実態と米沢市の学校給

食の在り方について、まず見解をお伺いしたいと

思います。 

  今日的には子供たちの食の実態は、偏食や、あ

るいは１人で食べる孤食など課題が多いと言わ

れています。そうした中、本市の小学校や中学校

での食育、各御家庭での食育は、本市の子供たち

の食の実態をまずリアルにつかんでこそ展開で

きるものと考えています。そこで伺います。 

  （１）市内の小学生と中学生の食生活など食の

実態はどうなっているのでしょうか。 

  基本方針では、中学校に給食施設がなくとも食

育が可能であるとしています。私も可能だと思い

ます。否定はいたしません。これまで米沢市が実

施してきた親子給食でも食育は行われてきまし

たし、極端な話、給食を実施しておらず、弁当持

参の中学校の場合でも食育は行われているもの

と考えます。 

  要するに、自校調理方式とセンター調理方式そ

れぞれの場合に、その方式を生かした食育の特徴

はどのようなものになるのか、本市の子供たちの

食の実態から展開すべき食育の在り方がどちら

の調理方式のほうがより子供たちにとっては必

要とするのか、そういう観点で考える必要がある

のではないでしょうか。 

  その場合、本市の学校給食とそれを活用した食

育の中心的な役割を担い、いわゆるプロフェッシ

ョナルである学校給食調理師、栄養士、栄養教諭

の皆さんの見解を伺うのは当然のことだと考え

ます。そこで伺います。 

  （２）学校給食基本方針は中学校に給食施設が

なくとも食育は可能であるとしましたが、給食現

場を担う学校給食調理師、栄養士、食育の中心的

な役割を担う栄養教諭の皆さん方は今回の方針

をどのように捉えているのでしょうか、お伺いし

たいと思います。 

  ２つ目の質問は、小学校の給食調理室の整備に

ついて伺います。 

  基本方針の中学校における給食提供方法に関す

る検証についての中では、自校調理を今後も継続
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していく小学校の給食室について、全体的に老朽

化しており、今後、設備不良などによる緊急的な

改修工事や長寿命化計画に基づいた給食施設の

全面改修工事などを行う必要が生じることが想

定されるとしています。今後の問題としています。

今後とはいつのことなのでしょうか。中学校給食

のセンターができた、その後のことと教育委員会

は答弁しています。しかし、老朽化した小学校の

給食施設の整備は今の問題ではないでしょうか。 

  基本方針では、緊急的な改修も全面改築の場合

も、その期間の給食を提供し続けるためにバック

アップ機能を担保する給食センターが必要不可

欠であるとしています。センターができた後のセ

ンターの緊急的な改修など、もしセンター自体が

使えなくなった場合の大規模センターの大規模

バックアップ機能が必要になってきます。この問

題の解決方法は用意あるいは準備されているの

でしょうか。給食センターが必要不可欠、その他

の方法はないと断定していますが、給食センター

がない自治体は、一体自校調理の調理室の改修、

建て替えなどのときはそのバックアップはどの

ようにしているのでしょうか。 

  給食センターを小学校の給食調理室改修のため

のバックアップセンターとするというのであれ

ば、バックアップのキャパシティーを建設時に検

討、そして確定しなければならないはずです。キ

ャパシティーを建設時の中学校の食数にこれか

ら改修する予定の小学校の食数をプラスしてバ

ックアップのキャパを決めるのか、あるいは中学

生、小学生の生徒児童数の減少の推移を見て、そ

の食数に合わせてキャパを決めるのかどうか、ど

ちらかになるものと考えられるわけです。どちら

にしても、小学校のまず改修計画がそれこそなけ

ればならないと思います。それがまず不可欠の条

件と思うわけです。そこでお伺いいたします。 

  （１）市内小学校の給食室の整備計画は現在あ

るのでしょうか。 

  （２）令和９年開校予定の広幡小、六郷小、塩

井小の統合小学校の調理室の整備年度はいつで

しょうか。検討委員会報告あるいは基本方針を受

けた整備が必要と考えますが、どのような調理室

を造ろうと考えておられるのかお伺いしたいと

思います。 

  （３）北部小の給食調理室の整備について、ど

のような御認識かお伺いしたいと思います。 

  （４）学校給食基本方針では、小学校給食施設

の緊急的な修繕、全面改修工事を行うにはバック

アップ機能を果たす調理施設が必要になる。それ

を担保する施設が給食センターであって不可欠

としていますが、不可欠とする理由をお示しくだ

さい。 

  大きな３つ目の質問は、自校調理方式運営管理

における教員の負担の現状と軽減についてお伺

いいたします。 

  学校給食検討委員会の議論では、小学校校長会

の委員の方が、小学校での給食業務が多く、学校

の運営の負担になっている。校長会からの要望で

あると述べられていました。また、その解消策に

ついて、センター調理方式が有効だと、中学校の

調理方式にとどまらず、小学校の調理方式にも当

てはまるような趣旨の発言をしておられました。

校長会の要望の意図するところは、学校給食の業

務が学校運営の負担になっていて、これを解消す

るためには、中学校はセンター方式、小学校は自

校方式を継続するならば民間委託での運営と、給

食業務を学校運営の業務から切り離したいと考

えておられるのではないかと推測されます。教育

委員会としてどのように捉えておられるでしょ

うか、お伺いしたいと思います。 

  （１）小学校校長会から教育委員会に出されて

いる自校調理方式における現在の課題とは何か。

検討委員会報告書の運営に関する課題で述べら

れている給食の運営管理に関する業務量が多い

とは具体的に何かお伺いしたいと思います。 

  （２）今申し上げた課題に対して、教育委員会

としてどのように対応してきたのか、現在抱えて
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いる課題は小学校自校調理方式を継続するため

にはどうしても解決していく必要があります。ど

のように解決していこうと考えておられるのか

お伺いしたいと思います。 

  最後の４項目の質問ですが、（仮称）南西中学

校など統合中学校における給食調理室設置につ

いて、どのような検討が行われたでしょうか。 

  （１）（仮称）南西中学校に給食調理室を設置

しない理由は何でしょうか。どのような検討をさ

れたのでしょうか。 

  （２）（仮称）北中学校、現第四中学校、そし

て（仮称）東中学校、今の第一中学校に給食調理

室は設置するおつもりでしょうか、しないおつも

りでしょうか、そしてどのような検討をされたの

かお伺いしたいと思います。 

  以上４項目について、お答えをお願いいたしま

す。 

○相田克平議長 土屋教育長。 

  〔土屋 宏教育長登壇〕 

○土屋 宏教育長 私からは、１から４の質問につ

いてお答えいたします。 

  初めに、１の（１）小中学生の食生活など食の

実態はどうなっているのかについてお答えいた

します。 

  子供たちの食生活や家庭環境については、学校

での把握に努めております。家庭での食事につい

ては表に出にくいところはありますが、毎朝の健

康観察や表情、給食の様子、定期的な体重測定等、

学級担任を中心に総合的に観察しながら、気にな

る子供については声をかけたり、家庭訪問や保護

者面談の折に保護者から聞き取ったりして実態

を把握しています。そういった実態を受けての子

供たちへの指導については、個別指導だけではな

く、子供たちの発達段階に応じて全体への指導も

機会を捉えて行っているところです。 

  次に、（２）中学校における食育については、

学校給食基本方針を策定するに当たり、中学校に

おける給食提供方法に関する検証の中でも触れ

ている内容であります。 

  中学校では、小学校でつけた力を基に、自ら健

全な食生活を営むための知識や態度を養うこと

が必要であり、より実践的、発展的な食育を行う

ことになります。中学校における食育は、生徒が

食に関する正しい知識と望ましい食習慣を身に

つけることにより、生涯にわたって健やかな心身

と豊かな人間性を育んでいくための基礎を培う

ことを目指しており、各教科の学習を関連づけな

がら学校教育活動全体を通して効果的に取り組

むことが重要とされています。 

  現在の親子方式による給食提供下においても十

分に実践できる環境にあることから、中学校に給

食施設がなくとも食育は可能と記載させていた

だきました。 

  実際、中学校では、小学校に配置している栄養

教諭と教科担当者が連携を図って授業を行って

いますし、栄養教諭からもその実践内容について

確認しております。また、給食委員会の活動とし

て、給食のレシピや食材の栄養価についての一口

メモを全校生に紹介したり、食に関するアンケー

ト調査等も行っています。さらに、子ども食育マ

スター育成事業のように、外部講師を招聘して食

育の講話や体験学習も行っています。 

  自校方式の場合は、学校に栄養教諭等が配置さ

れることで、きめ細やかな活動ができますが、給

食管理から食育までの業務を１人で行わなけれ

ばなりません。 

  一方、センター方式は、配送先の学校に栄養教

諭は配置されませんが、給食センターに複数の栄

養教諭が配置されるため、互いに相談、連携を図

りながらチームとして業務を行うことが可能と

なります。給食センターに配置される栄養教諭が

チームとして連携し、中学校を専門に授業実践で

きることは、栄養教諭一人一人にかかる負担を軽

減できるだけでなく、子供たちへの食育指導の幅

の広がりも期待できるところです。 

  本市として各学校での食育指導がよりよいもの



-176- 

となるよう今後とも検討を重ねてまいります。 

  次に、２の小学校の調理室設備についての御質

問にお答えいたします。 

  初めに、（１）整備計画はあるのかについてで

ありますが、御質問にある全ての小学校の給食調

理施設を対象とした大規模改修等に係る整備計

画は現時点ではございません。本市における小学

校の給食調理施設については、米沢市立学校適正

規模・適正配置等基本計画における統廃合の形を

踏まえ、各学校についてその内容に沿って校舎等

の学校施設に係る所要の改修も念頭に置きなが

ら施設整備を行っていく必要があるものと認識

しております。 

  今般、米沢市立学校適正規模・適正配置推進ロ

ードマップが公表されたことから、今後各学校の

統廃合の方法をはじめとした具体的な個別検討

の進捗状況を見ながら、給食調理施設以外の校舎

等の教育施設の改修工事の要否検討とともに各

小学校における給食調理施設の改修整備につい

ても検討していきたいと考えているところです。 

  今後は、米沢市立学校適正規模・適正配置等基

本計画において示された方向性、ロードマップに

沿って、必要となる整備内容を精査していきたい

と考えております。特に、給食調理施設の大規模

改修については、学校施設長寿命化計画の中間見

直しである令和７年度に向けて、同計画実施計画

への登載を含めて検討していきたいと考えてお

ります。 

  次に、（２）令和９年度開校の広幡、六郷、塩

井小の統合小学校調理室の整備年度はいつか及

び検討委員会からの報告、基本方針を受けた整備

が必要との御質問についてですが、米沢市立学校

適正規模・適正配置推進ロードマップ上、統合小

学校の位置については現在の第六中学校と記さ

れておりますが、地域との協議や話合いはこれか

らという状況にあり、現時点においては整備年度

を正確に申し上げることは難しいものと考えて

います。 

  ただ、ロードマップに記載の令和９年度開校と

いうことで申し上げれば、令和８年度に第四中学

校と第六中学校が統合された後、令和９年度の統

合小学校開校までの１年間で、現在の第六中学校

の学校施設を小学校施設として利用するために

実施する所要の改修工事と同じ時期になるもの

と想定しているところです。 

  また、小学校の給食調理施設の大規模改修にお

いて、児童が調理室の外から調理場内の作業状況

が分かるような工夫をするといった御指摘につ

きましては、今後実際に大規模改修工事を実施す

る時点において検討してまいりたいと考えてお

ります。 

  次に、（３）北部小学校給食調理室の整備につ

いての認識でありますが、北部小学校の給食調理

施設についてはこれまで必要に応じて小修繕を

行ってきており、給食調理施設として調理業務に

支障を来すような状況にはないものと考えてお

ります。また、調理業務における安全性について

も確保できる状況にあると認識しております。 

  しかしながら、北部小学校の給食調理施設は、

中長期的には大規模な改修も視野に入れていか

なければならないものと認識しております。今後、

学校施設長寿命化計画の見直しにおいて、大規模

な改修について検討していきたいと考えており

ます。 

  また、強い火力で調理する献立の場合や、その

日の気温等も影響し、調理室内の室温がとても高

くなることがあり、調理施設内の労働環境に影響

を及ぼすことがあると認識しております。調理施

設の特性として、調理のために熱源を必要とし、

また調理過程において調理施設内の温度が高く

なるということは避けられないものであります

が、その状況を改善するための改修整備事業を短

期的な計画として位置づけ、取り組んでいきたい

と考えております。 

  現在、スポットクーラー等の設置により対策を

講じているところですが、調理現場における環境
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改善対策のため、さらに抜本的な対策としてエア

コン等の空調設備等を整備することが必要であ

ると認識しており、調理施設内の温度管理が適切

に行えるよう早急に取り組んでいきたいと考え

ております。 

  次期まちづくり総合計画実施計画への事業登載

の可否を含め、各学校の給食調理施設の調理設備

の状況や実際の調理施設内の温度の実態につい

て精査しながら取り組んでいきたいと考えてお

ります。 

  また、教育委員による管内視察において市内学

校施設を訪問しております。昨年度については北

部小学校と上郷小学校への視察を行っておりま

す。教育委員におかれては、視察の際には給食調

理施設をはじめとした学校施設全体の説明を受

けており、学校施設の現状について御理解をいた

だいたものと考えております。 

  次に、（４）小学校給食施設の全面改修工事を

行う際にバックアップ機能を果たす施設を給食

センターとする理由は何かとの御質問ですが、小

学校の給食調理施設に係る大規模改修を行うに

当たっては、各学校の調理場の置かれている状況

を勘案し、個々の施設の整備方法を精査、検討し

なければ確定的なことを申し上げることはでき

ませんが、原則としては、現在給食調理施設があ

る場所において再整備することを想定している

ところです。この場合、相当程度の工事期間が必

要となり、その間、当該学校の給食施設での給食

調理ができなくなるものと想定していますので、

この工事期間中における小学校の給食調理につ

いては当該学校給食調理施設に代わって給食調

理を担うものが必要となってきますが、センター

があることにより、この工事期間中において当該

小学校の調理施設に代わって給食提供が可能と

なると考えております。 

  現在、各小学校の給食調理施設において調理し

ている小学校分のみの調理食数を見てみると最

大で550食前後となっています。今後、小学校の

統合が進んでいくとその数量はさらに増えるこ

とになり、想定している統廃合の中では小学校自

校分のみで800食を超える食数が見込まれる給食

調理施設もあります。 

  給食調理施設の大規模改修を行う場合、その代

替としてこのような食数の給食を提供できる調

理施設の存在は極めて重要な要素となります。セ

ンターの場合、本来相当規模の食数を調理する施

設であることから、スケールメリットとして一定

規模の食数を追加して調理することは可能にな

ると考えております。これにバックアップ機能を

念頭に、調理可能な数量を精査し拡充して整備す

ることにより、１つの給食調理施設が長期間にわ

たって給食の調理をできない状況の場合であっ

ても安定的に当該学校に対して給食を提供する

ことが可能になり、給食を止めることなく小学校

給食施設の大規模改修が実施できることになる

ものと考えております。 

  続きまして、３の（１）小学校校長会から教育

委員会に出されている自校調理方式における現

在の課題とは何かと（２）検討委員会報告書の運

営に関する課題で述べられている給食の運営管

理に関する業務量が多いとは具体的には何かに

ついてお答えいたします。 

  小学校校長会からは、運営における課題として、

学校の適正な業務体制の構築等をお願い事項と

していただいております。検討委員会におきまし

ても委員の方から運営における課題に関して御

意見をいただいているところです。 

  具体的には、調理師の急な休暇等による代替調

理員の確保についてと給食会計事務についてで

あり、検討委員会報告書の中でも業務量が多いと

されており、解決する必要があることは認識して

いるところです。 

  続きまして、（３）小学校の自校方式を継続し

ていくためにどのように解決するのかについて

お答えいたします。 

  代替調理員の確保については、調理師から急な
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休みの連絡を受けた場合、代替者を早急に探す必

要があるため、代替調理員として登録している方

に連絡し、お願いをしております。代替者の調整

は、朝の慌ただしい時間帯であることや、調理師

の休みが集中するとき、代替者の都合がつかない

ときなど、代替者が見つからず難航する場合もあ

ります。代替調理員は、学校の調理場内のことを

はじめ経験等や急な依頼に対応していただける

ことなど調理技術以外の要件も加味して探して

いるため、人員を増やしていくことが難しい現状

にあります。 

  今年度新たに登録された方がおりましたが、引

き続き学校やコミュニティセンターなどと連携

し、広く人材の照会を行い、調理代替者の確保、

増員に努めていくほか、代替職員の確保に係る学

校現場の負担を軽減する対策について、さらに検

討していきたいと考えております。 

  また、給食会計事務につきましては、主に調理

師、給食主任、栄養教諭、学校栄養士、学校事務

職員が書類等の整理や歳出処理を行っておりま

す。親子給食を実施している小学校については、

中学校給食分の書類等の整理作業も行っている

ため、業務量が多くなっておりますが、小学校が

自校給食となることにより、事務の軽減が図られ

るものと捉えております。 

  最後に、４の（仮称）南西中学校など統合中学

校における給食調理室設置について、どのような

検討が行われたのかの御質問について、（１）と

（２）を併せてお答えいたします。 

  本市の小学校及び中学校における学校給食の意

義や役割について、学校給食検討委員会での御議

論と報告書を受けて、学校給食基本方針としてま

とめさせていただきました。また、学校給食基本

方針を実現するための手段として、小学校は自校

方式を基本とし、中学校はセンター方式を採用す

ることといたしました。 

  中学校における給食の提供方法の決定に当たっ

ては、第一に統合後に使用することとなる学校施

設、具体的には（仮称）東中学校として使用する

現在の第一中学校、（仮称）北中学校として使用

する現在の第四中学校の学校施設の中に新たな

施設として給食調理施設を設置するだけのスペ

ースを確保できるかという点について検証しま

した。この検証に当たっては、現在の当該学校施

設の利用実態は当然のことながら、統合中学校と

して当該学校施設を使用するために求められる

整備についても考慮することが前提となること

から、当該施設により考慮すべき事項を洗い出し

ました。 

  １つ目として、統合で生徒数が増えることによ

り、既存の施設では教室が不足する見込みである

こと、２つ目として、学区が広くなるため、スク

ールバス通学を想定し、スクールバスの発着及び

乗降のためのスペースを確保すること、３つ目と

して、教職員、来訪者及び学校施設の社会開放利

用者等の利用する駐車場を確保することといっ

たものが優先的に考慮すべき事項として認識し

ております。 

  これらの事項について、学校敷地内において確

保可能か検証し、結果として２つの中学校施設と

もそれらのスペースを確保することは可能であ

りました。その上で、統合後の当該中学校生徒数

に応じた給食食数を調理するのに必要となる規

模の給食調理施設を設置できるか検証したとこ

ろ、新たに給食調理施設を設置するのに必要なス

ペース、第一中学校については約550平方メート

ル、第四中学校について約470平方メートルは確

保できないと判断いたしました。 

  また、中学校における給食を提供するための給

食調理施設については新規の整備事業となるこ

とから、公共施設の在り方といった側面からも検

証しました。これからの公共施設の整備や施設更

新に当たって、そのあるべき方向性、基本原則を

踏まえた上で検証しました。新たな施設の整備に

当たっては、文部科学省インフラ長寿命化計画に

おいて、施設整備を進めるに当たって集約化や複
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合化を推進することを求めており、また本市公共

施設等総合管理計画においては、公共施設の更新

に当たっては施設の機能を維持しつつ集約化や

複合化を目指すことを求めていることから、新規

の施設整備に当たっても、かかる方向性を最大限

に尊重することが求められているものと考えた

ところです。 

  また、中学校の給食を提供するための給食調理

施設を集約して整備するに当たり、給食調理とい

う当該施設が有することとなる機能を集約化す

ることによりその施設を整備する目的の達成が

阻害される可能性はないものと考えられること

から、中学校の給食を提供する方法として調理業

務機能を集約化したセンター方式が適切な方法

であると判断しました。 

  なお、（仮称）南西中学校においては、限られ

た現二中の敷地を統合後の学校教育施設整備の

ために有効に活用することを最優先とし、新たな

給食調理施設については統合中学校の２校とと

もに同じ給食提供方法を採用し、センター方式と

し、集約化して整備することにより、将来にわた

って効率的な施設整備と管理運営を行うべきも

のとの結論に至りました。 

  （仮称）南西中学校の敷地内に給食調理施設、

必要面積約550平方メートルを整備しようとする

場合、維持管理の観点から考えると校舎本体とは

別棟での建設を想定することになりますが、この

場合、学校教育施設として当該調理施設のために

活用できない敷地が出てしまうことになり、既存

の中学校の場合とは状況は異なるものの、新たな

学校教育施設の整備においては制約が生じるこ

とは避けられないと考えたことから、学校敷地内

への給食調理施設の設置は適当ではないと判断

したところです。 

  冬期間の降雪を考えた場合、学校施設内の毎朝

の除雪と押し雪の堆雪による使用可能スペース

の減少についても十分に想定する必要があると

考えております。そのことも考慮した上で、統合

に向けて良好な学校教育環境の学校施設を整備

し、日常的に安心、安全な学校施設の利用ができ

るよう取り組んでいきたいと考えております。 

  学校教育施設の整備の観点からは、第一に生徒

の学校生活及び学校教育活動のために最大限の

整備を行うことと考えていることから、既存施設

を取り壊すことやグラウンド面積を減少させる

といったことにより自校の給食調理施設の整備

を行うといったことは考えられないところです。 

  私からは以上です。 

○相田克平議長 高橋壽議員。 

○１０番（高橋 壽議員） まず、中学生あるいは

小学生、子供たちの食の実態をきちんと捉えて、

そこから食育をスタートすべきだと申し上げま

した。しかし、個別的に先生方が児童生徒の日々

の生活の中で気づいた点を捉まえて、そういうも

のが今の実態だという話でしたけれども、全体的

にアンケート調査などをして、米沢市の子供たち

の全体像としての食の在り方というか、今の実態

というか、それをきちんとつかむ必要があると思

います。2007年に中学校給食をやるかどうかとい

う検討委員会をやったときには、食の実態調査を

やって、そこから子供たちの食の様々な問題が浮

かび上がり、それに応える形で中学校の給食が必

要ではないかということになったはずです。そう

いう作業をやはりきちんとやるべきだと思いま

す。 

  それと、私がもう一つお聞きしたのは、今回の

方針について、米沢市の食育、学校給食を活用し

た、言わば食育のプロとして活躍されている現場

の調理師、栄養士、栄養教諭の皆さん方に、今回

の中学校における給食提供方式をセンター方式

にしたことによってどういう食育ができるのか、

懸念材料がないのかどうか、そういうことも含め

てきちんとお聞きする必要があるのではないか

と、意見を。それをお尋ねしましたけれども、答

えはありませんでした。きちんとお聞きする必要

があると思います。なぜ今答弁しなかったのか分
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かりませんけれども、恐らく聞き取りというか、

そういうことはお聞きになっていないというこ

とで、これはまずいなと思って答弁されなかった

のではないでしょうか。 

  小学校の負担は分かりましたので、整備につい

てお聞きしたいと思います。 

  整備計画はあるのかということでしたけれども、

整備計画はこれからの話だと、何もかにもこれか

らの話にこの間の答弁がなっているわけですけ

れども。 

  検討委員会の報告書、本市の学校給食の課題に

ついてということで、教育委員会自身が出した課

題の中に、ＨＡＣＣＰなどにも対応した望ましい

調理環境を提供するには各学校の整備が今後必

要になってくると、その際には今の敷地では不足

が生じる小学校があると書いてあります。 

  そうしますと、統合後の８校、残る小学校、興

譲小学校、東部小学校、西部小学校、南部小学校、

北部小学校、窪田小学校、どの学校が今の敷地内

で今ある給食施設を壊してもう一度建て替えな

ければならなくなるのか、あるいは今の給食施設

を生かしたまま給食提供を継続しながら、空いた

スペース、つまり隣のスペースとか学校敷地内の

スペースで建て替えることができる学校はどこ

かという問題が今後出てくるわけです。そこを決

めなければ、センターのバックアップ機能という

のは発揮できないと思うわけです。それも決まっ

ていないわけです、決まっていないと。つまり、

そういうことがはっきりしないままで、センター

におけるバックアップ機能というのが必要だと

言っているわけです。これは矛盾しますね。 

  やはりきちんとどこの学校が今ある給食室を壊

してもう一回そこに建てなければ新しい給食室

のスペースを確保できない、あるいは今ある学校

給食施設を利用しながら、そこで給食を提供しな

がら隣のスペースを利用して建てられるかどう

か検討して初めて、もしセンターでのバックアッ

プ機能というんだったら、そのバックアップのキ

ャパシティーを決めていく必要があるわけです。

そういう作業なしにキャパシティーを持つセン

ターのバックアップ機能がどうしても必要だと、

不可欠だと、これがなければこれからの中学校の

給食施設整備はできないんだというのは、私は矛

盾していると思います。それも明らかにならない

ということでした。 

  広幡小学校については、私がお聞きしたかった

のは、検討委員会の報告、基本方針を受けた整備

が必要と考えると申し上げました。それは自校方

式で造るのでしょうという話なんですよ。自校方

式で造るということは一言もおっしゃっており

ませんでした。いつ造るかという整備の時期、そ

れから、外から調理現場を見られるような施設に

したいという話がありましたけれども、自校方式

で造るというのが基本方針でしょう。自校方式で

造らないんですか、もう一回、そこだけ。 

○相田克平議長 森谷教育管理部長。 

○森谷幸彦教育管理部長 今回策定いたしました学

校給食の基本方針のとおりでございまして、小学

校については……。（「自校方式にするかどうか

だけ」の声あり）小学校については自校方式で進

めてまいります。 

○相田克平議長 高橋壽議員。 

○１０番（高橋 壽議員） そうしますと、統合小

学校、六郷、広幡、塩井、これは当然自校方式で

造るということでよろしいですね。そうではない

んですか。自校方式で造るという基本方針になっ

ている。造るんでしょうと申し上げましたけれど

も、そういうことではないんですか。それ以上の

ことはありますか。それ以上の答弁はないでしょ

う、自校方式で造るという方針を決めたんだから。

いいです。もし何か答弁あるとしたら、自校方式

で造らない場合もあるということですか。そんな

ことないでしょう、自校方式で造るという方針だ

から。それはいいです。 

  議長の許可を得まして、資料を添付させていた

だきましたので、画面に出していただいていいで
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すか。 

  北部小学校の整備についてお伺いしたいと思い

ます。 

  よく見えませんけれども、赤丸のところが今の

現給食室です。次のページをお願いしたいと思い

ます。 

  これは、平成27年に米沢市教育委員会が北部小

は老朽化しているということで、前の米沢市総合

計画の第５期の実施計画に登載した、教育委員会

が求めて、実施設計を420万円かけてつくりまし

た、このスペースに。270平米です。渡り廊下は

修正になりますけれども、それを含めてですから

もう少し小さい。だけれども、420万円かけた図

面を、前の教育長ですけれども、これは捨てたわ

けですね、破棄した。私は、これは大事な図面で

あって、破棄するようなものではなかった、420

万円を無駄にしたということも言えると思いま

すけれども。そういう図面です。 

  だから、今ある給食室を壊して建てる学校はど

こなんだというお話をさせていただきましたけ

れども、決まっていないと。平成27年の子供たち、

児童が500人程度いたときのスペース、今はもっ

と100人を超える数が減っていますから、そうい

うときの給食室のスペースですから、もっと小さ

くて済むわけです。 

  それで、北部小学校に平成27年にこういう形で

造ろうとした、その目的は何ですか。 

○相田克平議長 森谷教育管理部長。 

○森谷幸彦教育管理部長 現在の給食室の老朽化が

進んでいるという状況が見られたということか

らです。 

○相田克平議長 高橋壽議員。 

○１０番（高橋 壽議員） そうしますと、総合計

画前期、前のですね、一番最後の５期のときから

含めて今の総合計画第１期、第２期に続けて北部

小学校の給食室の整備方について教育委員会か

ら要望があって、実施計画にのせてきました。と

ころが、第３期、つまり今年度から来年、再来年

度までの第３期の実施計画からは取り下げたと

いうその理由は何ですか。 

○相田克平議長 森谷教育管理部長。 

○森谷幸彦教育管理部長 本来ですと東側にありま

す東屋内運動場と特別教室棟と併せて整備する

予定でありましたが、続いて米沢市立学校適正規

模・適正配置等基本計画の策定に入り、さらにそ

ういった計画等を踏まえまして、今後の学校給食

の在り方についても検討を進めることにしたも

のですから、それを待ってということで一旦立ち

止まったわけであります。 

○相田克平議長 高橋壽議員。 

○１０番（高橋 壽議員） 適正規模・適正配置の

計画は既に確定していますよ。そうしますと老朽

化した北部小学校の整備計画というのはもう一

度走り出してもいいのではないですか。今おっし

ゃったように老朽化していると。平成27年の老朽

化していてという老朽化の中身についても、教育

委員会から実施計画に上げるようにという要望

の中で書いてあるわけです。 

  これは父母の皆さん方が大変心配するからあま

り言いたくありませんでしたけれども、こう書い

てあるわけです。北部小学校給食室については、

施設整備の著しい老朽化により害虫が発生する

など衛生管理上の問題が起こっていると書いて

あるわけです。 

  先ほど答弁ありましたように、適宜そういうも

のについては対応してきたということで、衛生管

理上は給食室の調理師たちの御苦労で何とかな

っていますけれども、そういう老朽化したという

給食室を何とか建て替えなければならないとい

うことで実施計画に上げてきた。適正規模・適正

配置の問題があったから一旦これは置いておき

ましょうという話になりましたけれども、適正規

模・適正配置の計画は確定しているわけです。 

  また、先ほど図面を出しましたけれども、今の

給食室を潰してまで給食室を新たに造るような

スペースは必要ない。今のあの当初計画したスペ
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ースで十分建てられるのではないですか。そのこ

とをまず指摘しておきたいと思います。本当は答

えをいただきたいわけですけれども、時間がない

ので、指摘しておきたいと思います。 

  北部小学校の父兄の皆さん方、これから北部小

学校に入られるお子さんをお持ちの父兄の方々

は大変心配されていると思います。一番心配され

ているのは調理現場で働いている調理師、栄養士

の方々、もし万が一があったらどうなるんだと、

自分たちが責任を負わなければならない、そうい

う中で頑張っていらっしゃるんです。それに応え

る教育委員会でなければならないのではないで

しょうか。それを先ほど話ありましたように今の

問題ではなくて何とかやっていると、これから整

備計画は考えていきましょう、そういう話が今回

の基本方針の中身なんですよ。中学校の給食の調

理方式を決めるだけの話ではありません。こうい

った小学校の老朽化の問題を一つ一つどうやっ

て解決するかということをきちんと市民の皆さ

ん方にお示しするというのが今回の基本方針だ

し、今の子供たち、親御さんたちでなくて、これ

から親御さんたちになる、あるいはこれから生ま

れてくる子供たち、そういう子供たちにきちんと

示していくという責任があるんですよ。そういう

点で北部小学校の建て替えの問題は早急に再ス

タートする必要があると思います。 

  北部小学校③の図面を出していただけますでし

ょうか。 

  これは、先ほどの新たに造ろうとした給食室の

北側の部分を左下に拡大しましたが、よく見えま

せんね。 

  ここに、真ん中に矢印が４本ありまして、その

矢印の脇にＦＩＸと書いてあるのが２つあるん

ですね。これは何だと思いますか。 

○相田克平議長 森谷教育管理部長。 

○森谷幸彦教育管理部長 承知しておりません。 

○相田克平議長 高橋壽議員。 

○１０番（高橋 壽議員） ペアガラスになってお

りますけれども、素ガラスです。つまり調理室を

渡り廊下から子供たちがよく見れるように工夫

した設計になっているのです。当時お勤めになっ

ていた調理師、教育委員会の担当の方がいろいろ

知恵を絞って、日常的に子供たちの食育をできる

ようにということで、渡り廊下から、親御さんた

ちも参観日に来たときあるいは様々な行事に来

たときに一緒に調理の現場を見られるようにと、

そういう工夫をしてつくられた設計なのですよ。

先ほど統合小学校、六郷、広幡でもそういうもの

を造っていきたいとおっしゃいましたけれども、

そういうものを今後小学校の自校給食の調理室

にも造っていく必要があると思います。 

  基本方針では、何かセンターを造らなければ、

そこで見学コースなどをつくらなければ、何かそ

ういうもの、キャリア教育とか何かができないん

だという書き方をしていますけれども、そうでは

ありません。むしろ日常的に、学校に行くお母さ

んたち、子供たちがそういう調理現場に触れる機

会がたくさんできるという意味では、むしろセン

ターにわざわざ行く機会を設けなければならな

いということでのやり方ではなくて、小学校にそ

れぞれそういうことも工夫して整備したほうが

ずっと食育としては有効的なのですよ。ぜひそう

いう形で造っていただきたいと思います。 

  次に、時間がなくなりましたので、（仮称）南

西中学校と一中、二中の整備をどう検討したのか

というところで質問します。 

  これまで当局というか、教育委員会では（仮称）

南西中学校については検討してこなかったと答

弁しておりました。しかし、３月24日の教育委員

会の協議会、これは非公開でしたけれども、その

中で様々検討されているのではないですか。具体

的に検討されているのではないでしょうか。先ほ

ど教育長が壇上で答弁された、そういう中身で検

討されているのではないでしょうか。なぜ検討さ

れているのに「この間検討していない」と答弁さ

れてきたのでしょうか。 
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  そこで、私は私なりに考えて図面を作ってみま

した。出していただけますでしょうか。第二中学

校、（仮称）南西中学校の図面です。これは、教

育委員会当局から頂いたものを基に、教育委員会

が検討したという中身のものを落としてみまし

た。赤いところが給食室で、これは今の体育館に

かかるので、支障を来すので、できないというこ

とになっています。 

  次のページをお願いします。これは私が考えた

あれです。これですと体育館に干渉することもな

い、そういうことで私はできると考えました。 

  次、四中をお願いします。これは第四中学校で

す。これは教育委員会の協議会で出されて、先ほ

どありましたように建設できないということで

す。赤いところが平米数470の給食室の場所です。

そこはスクールバスの回転スペースという当局

の考え方で、これは駄目だという話です。 

  次、お願いします。これは私が考えたところで

す。教育委員会は、もし造るならば、駐車場が足

りないので近くに駐車場を確保する必要がある

と言っていました。右下に、今、米沢市職員の臨

時駐車場として使っているスペースが470平米以

上あります。右の上のし尿処理場、今後あれはな

くなります。そういう近傍、近くにも駐車場を確

保するスペースはあります。 

  次、一中をお願いします。一中は、これは教育

委員会が駄目だと言った場所の図面を落とし込

んだところです。赤いところに造ろうとした。右

の上の部分についてはテニスコートがありまし

て、これは先ほどありましたように七中と統合に

なったときに仮校舎を建てなければならないの

で駄目だという話でした。 

  次のページをお願いします。これは私が考えた

やつです。これは、仮校舎を造る場合はもっと左

に寄らせて、西側に寄らせて、今坪山になってい

ますけれども、そこに増設する教室を造る、この

青いところについては若干スペースとしては厳

しいところがありますけれども、左側の青いとこ

ろについては少し校地から、敷地から飛び出しま

す。しかし、そこは今は空き地になっています、

米沢市の市有地ではありませんけれども。あるい

は右のところには今廃屋になっている旧幼稚園

があります。そういう駐車スペースなどを確保で

きたり、いろいろ工夫すれば何とかなるだろうと

私は思います。 

  こういうことは私を含めて市民の皆さん方から、

もしパブリック・コメントをやっていただけたら

意見が出ると思うのですよ。それでいて裁量の余

地がない、教育委員会が示したやり方しかないと

いうのは、私はおかしな話だと思いますが、どう

でしょうか。時間なくなりました。 

  最後に申し上げたいのですが……。 

○相田克平議長 質問をお願いします。 

○１０番（高橋 壽議員） 答弁いただく時間がな

くなりましたので、次回どこかで質問いたします。 

  15日の我妻德雄議員の「パブリック・コメント

を実施すべき、なぜしないのか」という質問に対

して、教育委員会の教育指導部長は、中学校給食

で自校方式を実施するには、一中、四中の敷地に

給食室を設置することは困難ということについ

ては裁量の余地のないことだからと答弁いたし

ました。しかし、裁量の余地がないと断定するには、

私は、先ほど映しましたけれども、いろいろとまだ

まだ検討すれば、敷地内にもしそういうスペース

がなければ、３月24日の教育委員会の協議会の中

でも資料として出ておりましたけれども、近くに

そういう駐車スペースを設ける必要があるとい

うことも書いてありますよね。そういうことも検

討すれば設置できる可能性もあるのではないか

と思います。つまり、裁量の余地がないと断定す

るにはまだ至ってないのではないでしょうか。 

  検討委員会が出した結論である小学校、中学校

どちらも自校方式が望ましいと、これを実現する

ために、課題があればその解決に向けて一つ一つ

可能性を探っていく必要が私はあると思います。

教育委員会もそうだと考えているのではないで



-184- 

しょうか。しかし、教育委員会はそれを打ち切っ

て、方針を急いで決定いたしました。 

○相田克平議長 質問でお願いいたします。 

○１０番（高橋 壽議員） そうした作業を私はも

う少し教育委員会は続けるべきではなかったか

と思います。 

  統合中学校の開校を令和８年にして、それに間

に合わせなければならないことで急ぎ過ぎて、市

民の声を聞く、市民の意見を基本方針に反映する

という、行政を動かし、そして事業を実施すると

きに一番大事なことが教育委員会でおろそかに

なっていると思います。基本方針は、中学校給食

の基本方針に……。 

○相田克平議長 高橋議員、質問をお願いいたしま

す。 

○１０番（高橋 壽議員） 限定した方針ではあり

ません。小学校の自校給食のこと、食育のこと、

学校教職員の業務のことなど多岐にわたる、しか

もそれは米沢市の今の子供たちと父母の、そして

これから生まれてくる子供たち、親になる若者た

ち、生産者、食材を納入するお店など多くの市民

に……。 

○相田克平議長 高橋議員、質問でお願いします。 

○１０番（高橋 壽議員） 関わる重要な方針では

ありませんか。（「議事進行」の声あり）それを

「裁量の余地がない」の一言で……。 

○相田克平議長 高橋議員、質問でお願いいたしま

す。 

○１０番（高橋 壽議員） 市民の声を聞こうとし

ない姿勢は間違っていると思いますが、いかがで

しょうか。 

○相田克平議長 山口教育指導部長。 

○山口玲子教育指導部長 これまで検討委員会の

方々にもたくさん御意見を頂戴し、それを基に最

大限生かした方針を策定いたしました。 

  今後につきまして、本市のホームページ、広報

等、適正規模・適正配置の各地区説明会などの機

会を通し、また学校を通して保護者の方へのお便

りなど様々な形を通しまして広く市民の皆様に

御理解いただけますよう丁寧な説明をしてまい

りたいと考えております。 

○相田克平議長 以上で10番高橋壽議員の一般質問

を終了し、暫時休憩いたします。 

 

午後 ０時１０分 休  憩 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

午後 １時１０分 開  議 

 

○相田克平議長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

  先ほど、10番高橋壽議員の質問の後段に、鳥海

隆太議員から議事進行の声をいただいたところ

であります。私の判断で議事進行を採用すること

なく進めさせていただきましたが、直ちに採用が

基本ということを改めて確認したところでござ

いますので、今後の議事進行の運用等について、

細部について、議会運営委員会において確認、徹

底を、内容の運用についても御協議いただくこと

をお願い申し上げます。 

  次に進みます。 

  一つ、アスベスト（石綿）が使用されている建

築物による諸問題に対し、どのように取り組むの

か、22番工藤正雄議員。 

  〔２２番工藤正雄議員登壇〕（拍手） 

○２２番（工藤正雄議員） 皆さん、こんにちは。 

  この新庁舎の本会議場、初めての真新しいとこ

ろでの一般質問であります。旧庁舎の議事堂では

何十回と一般質問をやってまいりました。この新

しい本会議場で気持ちも新たにして、これから米

沢市の市政に自分も議員なりに取り組んでいき

たいと思っておりますので、よろしくお願いいた

します。 

  私からは、建材として建築物に使われてきた石

綿、通称アスベストについての一般質問です。 

  アスベストに関係する建築物の建材や健康被害
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のことは、国・県が担当所管、管理になっており、

今までに本市の部局には具体的な業務実績がな

く、答弁に不便なところもあるかもしれませんが、

アスベストの諸問題は市民が日常生活を過ごす

に必要な衣食住の住において非常に強いつなが

りがあると思います。今問題になっているアスベ

ストを市民から一番の身近な行政当局が相談に

乗り指導する形態ができれば、不安を抱いている

市民の方々の支えになるものと思い、質問をいた

します。 

  長年、建設産業界の事案になっていた、建設現

場でアスベストを吸って肺がんや中皮腫になり、

健康被害を負った元労働者と遺族が国と建材メ

ーカーに損害賠償を求めた上告訴訟裁判は、先月

17日、最高裁の判決で国が規制権限を行使しなか

ったのは違法と指摘し、賠償責任を認めた判決が

言い渡されました。これに倣って、健康被害救済

訴訟に加わっていない被害者や遺族を対象にし

た給付金制度の法律が今月９日に成立しました。

2008年の初提訴から18年、国と建材メーカーの責

任が法的にも確定したことは、アスベスト被害に

苦しむ全ての建設従事者を救済する大きな効果

であるものと思います。 

  厚生労働省は、給付金の対象となるのは今後お

よそ30年間でこれから病気を発症する人を含め

３万1,000人に上ると推計していて、支給総額は

最大4,000億円と見込んでいます。1970年頃から

90年にかけて年間約30万トンの石綿が輸入され

ており、このうち８割以上が建材に使用されたと

言われています。 

  国土交通省のアスベスト建材等の資料には、

1970年代後半から1980年代にわたって輸入され

た石綿は建材として建築物に多く使われてきま

したが、今後、その建築物の耐用年数が過ぎて、

解体・改修工事の増加が予想されます。建築物の

解体工事等において、労働安全衛生法、石綿障害

予防規則をはじめとする関連法を遵守し、適切な

石綿暴露対策が重要になってきます。 

  本資料は、工事現場で作業される方々がアスベ

ストの有無を容易に識別し、適切な取扱いをする

手助けとなることを目的に、建築物に使われてい

るアスベスト含有建材を部位ごとに代表的なも

のを写真を用いてまとめています。資料を工事現

場で活用し、アスベストの飛散、暴露防止及び適

正処分に役立ててほしいと国交省では解体工事

の参考資料を出しています。 

  あわせて、一般社団法人ＪＡＴＩ協会は、公益

法人に移行する前の社団法人日本石綿協会のと

き、2005年９月１日に作成した石綿含有建材の資

料に主な石綿含有建築材料を表１－吹きつけ石

綿、表２－石綿含有吹きつけロックウール、表３

－湿式石綿含有吹きつけ材、表４－耐火被覆板・

断熱材、表５－石綿建築材料成形板に分類してま

とめ、建築材料の商品名、石綿の種類と使用時期、

使用量及び製造開始から製造終了までの時期が

登載され、協会が調査した結果を示しています。

しかし、石綿含有建築材料は非常に幅広く多様で

あるため、さらにメーカーの廃業もあるため、全

てを網羅することはできていません。 

  また、令和３年３月に独立行政法人環境再生保

全機構がまとめた石綿健康被害救済制度におけ

る平成18年から令和元年度被害認定者に関する

暴露状況調査報告書があります。調査内容は、石

綿健康被害救済法の附帯決議において「政府は石

綿による健康被害の実態について調査、把握し、

本制度の施行に反映させるように努めること」と

定められていることから、救済法に基づき、石綿

を吸入することにより指定疾病にかかった旨の

指定を受けた者及び当該指定疾病に起因して死

亡したと認められた者の職歴や居住歴を把握し

て、全国的な石綿暴露実態を把握し、制度運用に

役立てるための調査であるとした調査結果報告

書です。 

  このアスベストの諸問題の背景には、戦後から

住宅等建築物の建材不足がありました。しかし、

1950年頃から1970年頃までに日本は急激な高度
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経済成長を遂げ、1960年の国民所得倍増計画によ

って日本の生活水準も大幅に上昇し、いざなぎ景

気により建築物の不足解消の要因となりました。

住宅建築や公営住宅、民間企業施設、公共施設の

箱物の建設が増え続け、比例して多くの石綿含有

建材が製造され、使用されたものと考えられます。 

  冒頭からアスベストについて述べましたとおり、

最高裁の判決や給付金制度が成立したこと、国土

交通省の建築物解体工事における参考資料や元

日本石綿協会の石綿含有建材の調査結果、独立行

政法人環境再生保全機構の被害者の実態調査な

ど、紛れもなく日本社会の解決しなければならな

い大きな課題であります。アスベストによる諸問

題については早急に取り組まなければならない

と思います。 

  石綿健康被害救済部の受付状況によれば、令和

３年４月30日現在、療養者１万4,453人、未申請

死亡者遺族2,432人、施行前死亡者遺族4,538人、

合計２万1,423人の受付状況です。この増え続け

る状況に対し、当局はどのように考えられるかお

聞きします。 

  石綿含有使用の建築物の解体工事には国交省や

関係機関により対処法等を提示し進めています。

本市の公共施設においても、建設された時期と照

らし合わせ、アスベスト含有建材が使用されてい

る当該の建築物があると思います。その状況と、

また耐用年数による公共施設の長寿命化工事や

施設解体工事に着手したときのアスベストの飛

散・暴露対応策をお聞きします。 

  本市の中山間地に多く見られる空き家等ですが、

降雪期の屋根に積もった雪の重量によって押し

潰された建築物があります。様々な空き家崩壊の

状態があると思います。中には放置され、石綿含

有建材がむき出しの状態の可能性も考えられま

す。これから人口減少により空き家率が上昇する

中、空き家のアスベスト状況をどのように考えら

れるかお聞きします。 

  最後に、小項目に載っていませんが、この不要

になったアスベストの廃棄物がここ10年間増加

傾向を示しています。この状況について当局にお

聞きします。 

  以上で壇上からの質問を終わります。 

○相田克平議長 山口健康福祉部長。 

  〔山口恵美子健康福祉部長登壇〕 

○山口恵美子健康福祉部長 私から、アスベストが

使用されている建物による諸問題に対してどの

ように取り組むかのうち（１）アスベストによる

健康被害についてお答えいたします。 

  アスベストは、天然の鉱石が繊維状に変形した

もので、石綿とも呼ばれています。その繊維は極

めて細く、熱や摩擦、耐火性、防音性に優れ、薬

品や酸、アルカリなどにも強く、値段が安いのも

特徴で、様々な用途に使用されてきました。 

  吸い込んだ石綿の一部は体外へ排出されますが、

その繊維は非常に細く、丈夫で変化しにくい性質

のため、肺の組織内に沈着し、長い期間停留する

ことにより様々な病気を引き起こします。主な疾

患としましては、肺を取り囲む胸膜、肝臓や胃な

どの臓器を囲む腹膜、心臓などを覆う心膜などに

できる悪性の腫瘍である中皮腫、肺が繊維化し呼

吸困難に陥る石綿肺、さらに肺がんを引き起こし

やすく、それらの潜伏期間は15年から40年と長い

のが特徴です。 

  このような人体への有害性から、平成７年に製

造、輸入、使用などが一部禁止となり、代替が難

しいものはその後も使用が認められていました

が、平成24年には全面禁止となりました。その間、

平成18年に石綿による健康被害の救済に関する

法律が施行され、石綿を吸入することにより生じ

た健康被害と認定されると療養費等の給付を受

けることができるようになりました。 

  労災とそれ以外で救済制度の相談窓口が異なっ

ており、石綿にさらされる業務に従事することに

より健康被害が生じた場合の窓口は労働基準監

督署、それ以外は保健所になります。 

  労災の決定件数は、厚生労働省が公表している
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石綿による疾病に関する労災保険給付などの請

求・決定状況まとめによりますと、令和元年度、

全国で1,172件、平成18年から令和元年度までの

累計の決定件数は１万7,080件となっております。 

  労災以外の療養者に係る認定件数は、令和元年

度石綿健康被害救済制度運用に係る統計資料に

よりますと令和元年度全国で703件、平成18年か

ら令和元年までの累計は7,625件になります。 

  石綿の健康被害に対する給付制度は、先ほど述

べたように被害の状況によって相談や申請の窓

口が違っており、市民の方々には分かりづらい状

況にあるのかもしれません。 

  市としましては、市民の皆様が安心して相談や

申請ができるよう、国や県と情報共有しながらホ

ームページや広報等を活用し周知していくこと

を検討いたします。 

  また、本市では40歳以上の市民を対象に肺がん

検診を実施しておりますが、過去に石綿を吸った

ことを示す重要な所見となる胸膜プラークが発

見される場合があります。このことから、肺がん

検診を定期的に受診していただくことが石綿に

よる健康被害の早期発見にもつながるため、検診

受診の必要についても普及啓発に努めてまいり

ます。 

  私からは以上です。 

○相田克平議長 吉田建設部長。 

  〔吉田晋平建設部長登壇〕 

○吉田晋平建設部長 私からは、（２）本市公共施

設においてアスベストが使用されている建築物

の状況はどうか、また解体や増改築工事などにお

ける対応はどうか、（３）腐朽した空き家などに

おける飛散防止の取組などはどうかについてお

答えいたします。 

  初めに、（２）アスベストに関する御質問は、

市民の健康などに関する重要な問題であります

ので、これまでの経過や関係法令の改正などから

御説明いたします。 

  石綿、アスベストは、昭和30年頃から建材とし

て使用が一般化され、高度成長期を最需要期とし

て過去50年に輸入、生産された石綿は約1,000万

トンと推定されております。このうち推計約700

万トンが建築物などのサイディング材や屋根用

スレートなどの外装材をはじめビニール床タイ

ル材などの内装材に石綿含有成形板などとして

広く利用されてきており、過去に使用されたもの

の多くが建築物などに残存している状況であり

ます。 

  一方、石綿を吸入することで生じる疾患の中皮

腫や肺がんなどが全国的な問題となり、石綿使用

を規制する労働安全衛生法において、昭和50年に

石綿を５％を超えて含有する吹きつけ作業が原

則禁止となり、順次規制が強化され、平成24年４

月には石綿を0.1％を超えて含有する全てのもの

の製造、輸入、譲渡、提供、新たな使用が全面禁

止されております。 

  また、平成７年に発生した阪神・淡路大震災で

は損壊した建築物などから石綿が飛散するおそ

れが高まったことなどの理由から、翌年、平成８

年に大気汚染防止法が改正され、吹きつけ石綿が

使用された建築物の一定規模以上の解体などの

工事に係る届出と作業基準の遵守などが義務化

されました。それ以降も順次規制が強化され、昨

年６月５日にも改正大気汚染防止法が公布され、

今年４月から一部の規定を除き施行されたとこ

ろであります。 

  この背景には、今後、令和10年頃をピークに建

築物の解体工事が年々増加する見込みの中、これ

まで石綿の飛散が少なく、規制の対象外であった

石綿含有形成板等の除去などの取扱いが不適切

な場合、石綿が飛散する可能性があることなどか

ら、建築物等の解体工事などにおける石綿の飛散

を防止するため、全ての石綿含有建材へ規制を拡

大するとともに、都道府県などへの事前調査の結

果の報告の義務づけ及び作業基準の遵守徹底の

ための直接罰の創設など、対策が一層強化された

ものであります。 
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  御質問のありました（２）本市の公共施設にお

いてアスベストが使用されている建築物の状況

はどうか、また解体や増改築工事などにおける対

応はどうかについてでありますが、まず現在使用

中の本市公共施設における吹きつけアスベスト

の対応につきましては、除去を原則としておりま

すが、電気室の天井裏など施設利用に障害が発生

する場合には囲い込みや封じ込めを行うなど、施

設の状況に応じ、関連法令に沿って適切に処置し

ているところであります。 

  次に、解体工事や増改築工事の対応といたしま

しては、当時の設計図書を参考としながらも、必

要がある場合には専門業者に事前調査を委託し、

石綿含有形成板などの有無を確認した上で適切

に工事に反映させる処理をしているところであ

ります。 

  続きまして、（３）腐朽した空き家などにおけ

る飛散防止の取組はどうかについてであります

が、適切に管理しておらない腐朽した空き家など

につきましては、現地調査や所有者などへの聞き

取り調査によって空き家の状況や周辺へ及ぼす

影響の把握を行います。調査の結果、屋根、外壁

材などの飛散防止の措置が必要と認められる場

合には、所有者に対し条例に基づいた助言や指導

を行い、適切な管理を行っていただくよう改善を

促しているところであります。 

  一方、人の生命、身体、財産などに重大な損害

を及ぼすおそれのある危険な状態や緊急性があ

る場合は、市として応急措置を実施しております。

石綿含有成形板の破損によって飛散性が高い場

合にはこの原則に従って必要な措置を行います

が、その対応は必要最小限にとどめ、要した費用

につきましては所有者などに負担していただく

こととしております。 

  私からは以上です。 

○相田克平議長 安部市民環境部長。 

  〔安部道夫市民環境部長登壇〕 

○安部道夫市民環境部長 私からは、不要になった

アスベストの廃棄物の状況についての御質問に

お答えいたします。 

  廃棄物の処理及び清掃に関する法律では、解体

工事といった石綿建材除去事業などに係るもの

で飛散するおそれのあるものを廃石綿等として

特別管理産業廃棄物に区分しております。廃石綿

等を直接埋立処分する場合には、特別管理産業廃

棄物としての処分基準が適用され、最終処分場の

設置許可を所管する都道府県等の管轄となって

おります。 

  山形県内では廃石綿の最終処分が可能な特別管

理産業廃棄物処分業の許可を有する事業所は３

か所であり、うち１か所が本市に所在しておりま

す。 

  なお、全国の廃石綿等の排出量を見ますと平成

28年が４万4,000トン、平成29年が３万9,000トン、

平成30年が２万9,000トンとなっており、平成30

年度に至っては特別管理産業廃棄物総排出量の

0.9％を占めているところです。 

  県内における埋立量につきましては、データが

ございます平成30年と令和元年をお示しします

と、平成30年は88トン、令和元年は123トンとな

っており、県内においてはやや増加傾向にあると

いうころでございます。ただ、県による指導監督

の下、これらの特別管理産業廃棄物については適

正な処分が行われているものと認識していると

ころです。 

  私からは以上です。 

○相田克平議長 工藤正雄議員。 

○２２番（工藤正雄議員） どうもありがとうござ

いました。 

  それぞれの担当部署では対応していただいてい

るということで、健康福祉部では、肺がんの検診、

あとホームページなどを使って対応していただ

いているということですが、本当にアスベスト問

題は国を挙げて解決に取り組まなければならな

い問題だと思っております。健康被害者の死亡者

についても、壇上で申し上げましたが、厚労省に
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よれば、中皮腫の死亡者は、2006年、年間1,000

人を超えていると、その後も増加し、2019年には

1,466人と大分増加しているわけです。 

  米沢市の中でも、建設関係の従事者、大工、板

金工、塗装工等、７年前の2014年から今年までに

５人の方が肺がん、中皮腫などで亡くなっておら

れます。このことについては御存じでしょうか。 

○相田克平議長 山口健康福祉部長。 

○山口恵美子健康福祉部長 石綿の代表疾患である

中皮腫による死亡数についてになりますけれど

も、議員がおっしゃられた人数については実際把

握することはできておりません。中皮腫による死

亡数については、厚生労働省が作成している都道

府県別に見た中皮腫による死亡数の年次推移と

いうことで把握できるわけですけれども、それは

県単位までのものになっていることから、市町村

単位で公表されていないことにより、こちらでは

把握できていなかった状況でした。 

  なお、令和元年度の本県の死亡数は７名となっ

ているということを確認しております。 

○相田克平議長 工藤正雄議員。 

○２２番（工藤正雄議員） 先ほどから何回も申し

上げているとおり、これは本当に、2050年頃まで

に、アスベスト含有建材がなくなるまで大体30年

ぐらいかかるだろうという国交省の推定であり

ます。これからもどんどん増えると思います。こ

こで私が言った５名の死亡された方はごく一部

だと思います。我々の年代の方、大体70代の方が

特に若いとき第一線で仕事をされていたときに

その粉じんを吸って、それが何十年かたってこれ

が発症して、それがもとで亡くなられたというこ

とであります。まだまだその職種関係で亡くなる

可能性を持っている方が多くおられると思いま

す。この５人の方はそれぞれに労災救済申請を出

して認定を受けておりました。 

  先ほどお聞きしたとおり、ホームページでも、

直接アスベストとは関係ないかもしれませんが、

がん検診の案内を出しているとかありますが、特

別にアスベストの労災の救済対象のことで情報

を市民の方に提供するという考えはございませ

んでしょうか。 

○相田克平議長 山口健康福祉部長。 

○山口恵美子健康福祉部長 先ほども答弁させてい

ただいたところですけれども、まずはどのように

市民の方に周知していくかというところが重要

になってくるかと思います。市単独でできるもの

ではないとも考えておりますことから、国とか県

と情報を共有しながら広報等で周知することを

検討したいと考えております。 

○相田克平議長 工藤正雄議員。 

○２２番（工藤正雄議員） 一つのことばかりでな

く、これから本当に大変な問題になることであり

ますので、関わる部署の方はそれなりに地方行政

でもやっていただきたいなと、しっかりとやって

いただきたいなと思っております。 

  次に、小項目２ですが、国交省では2009年に石

綿が使用されている民間建築物が280万棟と推計

しております。この対象建築物が解体されるピー

クになるのが大体2030年頃で10万棟と見ており

ます。最終的には2050年頃で完了するのではない

かと見ております。この30年間に、国で出す指針、

ガイドラインだけでなく、米沢市でも施策という

か、つくる必要があるのではないかなと思ってお

ります。先ほど壇上からいろいろお聞きしました

が、その対応もお聞きしましたが、それ以上にこ

れから増えてきますので、対応策が必要ではない

かなと思います。どのような考えかお聞きしたい

と思います。 

○相田克平議長 吉田建設部長。 

○吉田晋平建設部長 公共施設の解体の部分と民間

での解体部分があろうかと思います。公共施設の

解体の場合につきましては、本市の公共施設を解

体する場合については国土交通省の仕様書に基

づいて適切に管理しているという状況でありま

すし、ただ民間の解体については本市が発注者で

はございませんので、そこにつきましても厚生労
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働省及び環境省が策定しております建築物等の

解体等に係る石綿ばく露防止及び石綿飛散漏え

い防止対策徹底マニュアルというものがござい

ますので、こちらにつきましては環境省のホーム

ページからも確認できるということでございま

すので、市といたしましてはこれからますますこ

ういう解体関係の業務が増えるということもご

ざいます。民間も増えるということを考えれば、

民間建築物の解体工事が適切に行われるように、

市には解体工事業登録というものがございます

ので、そちらの業者に対しましてマニュアル対応

の徹底についてＰＲに努めてまいりたいと考え

ているところであります。 

○相田克平議長 工藤正雄議員。 

○２２番（工藤正雄議員） 解体の具体的な話にな

るわけですが、市役所の解体がこれから始まるわ

けですが、市役所内にどれだけアスベスト含有建

材、いろいろ資材が使われていると思います。そ

れは把握されて、それはどのように解体されるか

というのは計画にのっているわけですか。 

○相田克平議長 吉田建設部長。 

○吉田晋平建設部長 解体につきましては、これか

らするわけでありますが、その状況について大枠

は把握しておりますが、詳細に調査をしながらこ

れからの対応になるかと承知しているところで

あります。具体的にはアスベストの種類によって

対処方法が違ってきますので、例えば吹きつけア

スベストであればレベルが一番高いような処置

方法を取らなければいけないということで、負圧

をして飛散しないようにするとか、建材等につい

ても必要な処置が法令で定められておりますの

で、そのような予防例に基づいて適切に処理され

るものと捉えているところでございます。 

○相田克平議長 工藤正雄議員。 

○２２番（工藤正雄議員） これから市役所だけで

なくいろいろと公共施設の解体工事が始まると

思います。また、長寿命化としての改修工事、そ

のときには必ず使われているアスベスト含有の

あれが問題になってくると思います。その対応を

しっかりとやっていただきたいということと、建

物を建設する場合は、設計事務所、専門家に設計

していただいたりするわけですが、これから解体

事業が多くなった場合に、専門家に解体の設計を

どのようにするかということをお願いすること

もあるんでしょうか。 

○相田克平議長 吉田建設部長。 

○吉田晋平建設部長 本市で解体する場合につきま

しては、壇上でも御説明申しましたが、解体工事

となる建物の当時の設計図書を参考にしながら

やるわけでありますが、必要に応じて、なかなか

判断がつかないときであったり、吹きつけアスベ

ストの状況が分からないなど様々現場的な条件

も出てくるかと思います。そういったところを把

握しながら、必要がある場合については専門業者

に事前調査を委託し、しっかり把握した中で解体

工事を行っていくということが重要ではないか

なと捉えているところであります。 

○相田克平議長 工藤正雄議員。 

○２２番（工藤正雄議員） 公共施設の解体ですと

結構管理されている部分が多くあると思います。

しかし、民間の住宅とか先ほどの最後に空き家の

崩壊等の場合の解体ですが、その場合にいろいろ

と民間の住宅を解体するには解体の届出とか何

か必要だと思います。そんな感じで、実際どれだ

け気を使って飛散防止、暴露防止をやっているか

というのを行政側から、確認申請書を提出して建

物を建てる場合にやって、あとその分ちゃんと申

請どおりにやられたかどうかという当局の現地

調査もやったりしたと思います。そんな感じで、

解体、民間の建物、住宅が解体されているときに、

どれだけ申請どおりに、マニフェストとかそうい

う書類、帳簿関係もなっているかという立入調査

というか、どういう状態か調べるということも必

要ではないかなと思いますが、現状ではどうでし

ょうか。 

○相田克平議長 吉田建設部長。 
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○吉田晋平建設部長 民間の建物の解体ということ

になりますが、立入りまでして米沢市でやるとい

う権限もございませんので、周辺から見ることは

できるにしても、立入りまでしないと中の状況は

なかなか分からないというところもあります。現

実的には本市でやるというのは難しいかもしれ

ませんが、市民に一番近い立場の行政として、業

者への周知であったりＰＲであったり機会を捉

えて、こういったことがあるんだというところを

周知していくことが一番市民に近い立場の行政

として役割があるのかなと思っているころであ

ります。 

○相田克平議長 工藤正雄議員。 

○２２番（工藤正雄議員） これからそういう民間

住宅の解体が多くなるというときに、しっかりし

た登録業者であればそれなりの対応はするでし

ょうけれども、いろいろな事業者がおりますから、

簡単に考えて、今解体しているようなところも見

ておりますが、そこは、簡単に解体されている、

住宅が、民家が解体されているということで、本

当に建材の中にアスベストが含有しているのを

分かってやっているのかなという解体のやり方

がありますので、その辺あたりこれからしっかり

と、取締りではありませんが、きちんと当局側、

行政が関わっていくようなことを構築していっ

てほしいなと思います。これからのこと、どうで

すか、そういう考えは。 

○相田克平議長 吉田建設部長。 

○吉田晋平建設部長 議員が述べられたとおり、こ

れからそういったところが非常に重要であると

思っているところであります。これから、市でも

できない部分がございますので、県、国との連携、

情報提供をやりながら、市民が健康被害にならな

いようにという視点でしっかり我々も対応して

まいりたいと考えているところであります。 

○相田克平議長 工藤正雄議員。 

○２２番（工藤正雄議員） 一番は、解体に伴って

アスベスト飛散を解体従事者、労働者が吸って、

また何十年か後に発症するという健康被害が発

生するということが一番考えられることであっ

て、今出ている健康被害者は、住宅の建設最盛期

のときに関わった人が何も知らずに飛散してい

るアスベストの中で建設作業をやったというこ

とで、これからはアスベストが含有している建物

を解体するに、分かっていることですから、アス

ベストがあるというのは分かっていることです

から、しっかりとその対策が必要ではないかなと

思っております。健康課でも解体に直接関係する

建築住宅課の当局でもしっかりとこれから対策

を取って、健康被害のないように厳しく、やる側

としてはなるべく簡単に解体をやっていきたい

という考えもあるわけですが、後々体に障害が現

れてくるということが出ますので、これは徹底し

て行政側で厳しくやっていただきたいなと思い

ます。 

  最後に、アスベストの廃棄物、先ほど部長から

お聞きしましたが、何度も申し上げますが、これ

からアスベストの処分がどんどん出てくるとい

うことで、全国で大体4,000万トンのアスベスト

処分と見られているわけですが、現在それの処分

に対応したところがあるわけですが、これからの

こと、これからどう考えておられるか。多分アス

ベストが飛散しないように、あと埋立てもやって

土で覆うようなことだと思いますが、その後どう

するか。全国的にそういう傾向で、米沢市内でも

これから住宅解体した場合に、アスベスト含有の

廃棄物にどのように対応していかれるのか、どう

でしょうか、対応策とか考えていること。 

○相田克平議長 安部市民環境部長。 

○安部道夫市民環境部長 廃棄物としての廃石綿の

処分方法につきましては、環境省あるいは山形県

からもその適正処理についてのマニュアルが示

されております。 

  具体的には、飛散しないようにするというのが

原則でございまして、飛散しないように梱包を行

い、ほかの廃棄物と混同しないように区分する、
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そして解体現場から直接最終処分場に搬入する

という形になります。より飛散性の強いものに関

しましては、固形化であるとか、あるいは薬剤に

より安定化の処理を行った後に耐震性のある材

料で二重に梱包する形で厳重に管理して搬入す

る形になっております。 

  搬入に当たりましては、最終処分場の事業者が

事前に解体現場を訪れまして、排出された廃棄物

の性状あるいは量を確認して、搬入計画と打合せ

を行った上で搬入するという形で適切な処理に

当たっているということでございます。 

○相田克平議長 工藤正雄議員。 

○２２番（工藤正雄議員） 処分場で時々現地に行

って見ているということで、その場合に、特別ア

スベストがないか、それに気をつけて調査されて

いるのですか。 

○相田克平議長 安部市民環境部長。 

○安部道夫市民環境部長 こちら特定管理産業廃棄

物ということでございます。所管は県という形に

なりますので、県でどのような形で立入検査の着

目点といいましょうか、具体的な調査をしている

かは承知していないところでございます。 

○相田克平議長 工藤正雄議員。 

○２２番（工藤正雄議員） 産廃が増えているとい

うことは、何もアスベストに限定して増えている

というわけではない、いろいろな産業廃棄物に関

わる量が増えているということですか。アスベス

トに対してはあまり、それだけの量というのは分

からないということになるわけですか。 

○相田克平議長 安部市民環境部長。 

○安部道夫市民環境部長 量的なお話ですと、先ほ

ど壇上で申し上げましたが、平成28年は４万

4,000トンだったものが平成30年は２万9,000ト

ンということにつきまして、この３年間の短期間

のデータでございますが、減少傾向にあるという

形でございます。 

  ただ、山形県については、搬入量、埋立量につ

いては増えているという状況ですので、最新のデ

ータということで手元にございませんが、今後ど

のような経緯をたどるのかということでは注視

する必要があるかと思います。 

○相田克平議長 工藤正雄議員。 

○２２番（工藤正雄議員） やはり直接的に国とか

県が所管する問題ですから、なかなか、市民に非

常に関わりある、健康に関わりある、問題ある物

質についての質問ですが、なかなか難しい。しか

し、これから確実に増えてくることですので、本

市としてもその部署でしっかりと対応していた

だきたいなと思います。間違いなく増えてくるわ

けですから、健康被害者もまだこれから増えてく

ると思います。アスベスト含有の建材、廃棄物も

増えてくるということで、しっかりと市民が安心

して暮らせるような社会になるように、当局側で

構築していただきたいなと思います。 

  以上要望して、私の質問とさせていただきます。

ありがとうございました。 

○相田克平議長 以上で……。（「議長」の声あり） 

  鳥海隆太議員、発言を受けます。 

○１番（鳥海隆太議員） 先ほど冒頭に議長から議

事進行についての取扱いを説明いただきました

が、書いていないから分からない、取り扱えない

ということでは今後の議事の進め方に支障を来

すのではないでしょうか。もともと議事進行は動

議的な取扱い、これを取り扱えないということは

非常にまずいと。議事進行をかけた人の話を聞か

ないで取り扱わないということはやはり議事運

営上まずいと私は思いますし、今後の議事運営に

関しても非常に支障を来す。これができないとい

うことは、万が一があったときに市民の利益を損

なうことにも私はなりかねないと思いますので、

しっかりとその辺を決めてから議事に入ってい

ただきたい。以上です。 

○相田克平議長 ただいまの件については、議会運

営委員会で御検討いただいた上で改めて対応し

たいと思います。そのような形で、鳥海議員、よ

ろしいでしょうか。（「はい」の声あり） 
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  以上で22番工藤正雄議員の一般質問を終了し、

暫時休憩いたします。 

 

午後 ２時０２分 休  憩 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

午後 ２時２０分 開  議 

 

○相田克平議長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

  ここで、中村圭介議会運営委員長より発言を求

められておりますので、これを許可いたします。 

  中村委員長。 

○中村圭介議会運営委員長 ただいま議会運営委員

会を開催しまして、議事進行に対する取扱いにつ

いて協議いたしました。 

  その結果、議事進行に対する発言に対しては直

ちに速やかに取り上げ、処理をするということの

確認をいたしましたので、御報告申し上げます。 

○相田克平議長 ありがとうございました。 

  それでは、次に進みます。 

  一つ、国道121号の整備促進について外２点、４

番古山悠生議員。 

  〔４番古山悠生議員登壇〕（拍手） 

○４番（古山悠生議員） 至誠会の古山です。 

  まずは、お忙しい中、傍聴に来ていただきまし

て、誠にありがとうございます。心より御礼を申

し上げます。 

  さて、間もなく梅雨の季節を迎えますが、梅雨

が明ければ本格的な夏の到来です。いつもの夏で

あれば、どこに出かけようかと思案するところで

すが、いまだ新型コロナウイルスの収束が見通せ

ず、今年も我慢の夏となりそうです。いつか家族

や仲間と自由に移動できる日が来ることを心か

ら願っていますが、そうした移動に欠かせないの

が道路です。今回、その道路についてお伺いいた

します。 

  本市には３本の国道が通っていますが、１本目

は昨年12月定例会の一般質問でも取り上げまし

た国道287号です。２本目は、福島市を起点とし、

山形県を縦断し、終点の秋田市に至る国道13号で

す。そして３本目は、今回私が取り上げる国道121

号です。 

  この国道121号は、本市窪田町を起点とし、福島

県喜多方市、会津若松市、栃木県日光市、宇都宮

市などを経て栃木県芳賀郡益子町に至ります。置

賜地方から会津地方を縦貫して関東平野へと南

下するこの道路は、国道13号を本市の動脈とする

ならば、言わば静脈とも言うべき道路ではないで

しょうか。 

  かつては交通の難所とも言われたこの道路も

1992年に大峠トンネルが開通したことで利便性

が向上し、気軽に会津方面に出かけられるように

なりました。また逆に、通学や買物で会津地方か

ら本市を訪れる方も多く、市内で会津ナンバーの

車を見かけることも珍しいことではありません。

また、喜多方市から会津若松市にかけては地域高

規格道路として会津縦貫北道路が整備されてお

り、会津縦貫南道路、栃木西部・会津南道路とと

もに会津地方の高速交通の要となっています。 

  一方、米沢喜多方間では、カーブや狭隘部も多

く、積雪時にはスタック車による通行止めになる

ことも懸念されています。さらには、近年多発す

る自然災害に対する危機管理、防災の観点からも

道路整備については考える必要があり、現在、本

市から関東方面に向かう際には国道13号や東北

中央自動車道を通り、東北自動車道で関東方面に

向かうのが一般的なルートになろうかと思いま

す。 

  この太平洋側の道路が自然災害等により寸断さ

れるような事態が発生した場合は代替の道路が

必要になってきます。実際に東日本大震災の際に

は東北自動車道や国道４号が地震や土砂崩れに

より寸断され、国道121号が代替輸送路として首

都圏と東北をつなぐ役割を果たしました。また、

今年２月にも福島県沖で発生した地震により、鉄
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道ではありますが、東北新幹線の路線が被害を受

け、10日余り運行ができなくなり、改めて交通ネ

ットワークに対する災害のリスクとそれに対す

る備えの必要性を感じたところです。 

  そのためにも重要になってくるのが本市から関

東方面につながる国道121号であり、最悪の事態

を想定したダブルネットワーク化が望まれます。

そこでお伺いいたします。 

  （１）本市における国道121号の役割をどのよう

に認識しているのか。 

  （２）国道121号の高規格化を県や国に対し要望

するべきであると考えるが、本市の見解をお伺い

いたします。 

  続いて、大項目２、ＧＩＧＡスクール構想の現

状についてお伺いいたします。 

  ＧＩＧＡスクール構想の一刻も早い実現を目指

すとともに、今般の新型コロナウイルスの感染拡

大を受け、小中学校の情報通信ネットワークの整

備を行い、災害発生などによる学校の臨時休業等

の緊急時においてもＩＣＴの活用により全ての

子供たちの学びを保障するために、本事業が昨年

度より本市でも進められています。これからの

Society5.0時代を生きる子供たちに対して、個別

に最適化され、創造性を育む教育ＩＣＴ環境の実

現は自治体の責務とも言えます。ＧＩＧＡスクー

ル構想の前倒しにより全国の自治体が一斉に導

入を進めていますが、コロナ以前から積極的に取

り組んでいるところもあり、取り組み方次第では

大きな格差が生まれることが予想されます。 

  そこでお伺いいたしますが、現在の本市の端末

やネットワーク環境等の整備状況、授業への活用

事例など、進捗状況はどのようになっているかお

伺いいたします。 

  また、物心ついたときからパソコンやスマート

フォンが身近にある子供たちはすぐにタブレッ

トに慣れると思いますが、教職員の方については

必ずしも皆さんパソコンが得意というわけでは

ありません。教職員の知識やスキルの差が子供た

ちの差になることを懸念しますが、本市のＧＩＧ

Ａスクール構想に関する教職員への研修や指導

体制はどのようになっておられるでしょうか。 

  また、ネットワーク環境の整備を円滑に推進し、

現場での教職員の負担を軽減するために、国では

ＧＩＧＡスクールサポーターやＩＣＴ支援員等

の活用を推奨しています。さらには、文部科学省

によると民間企業等から学校ＩＣＴ導入・利活用

に対するあらゆる協力を募るとしていますが、本

市においては専門的な知見を持つ民間企業との

連携や外部人材の活用についてはどのように考

えておられるでしょうか、お伺いいたします。 

  続いての質問です。 

  教育ネットワークには高い自由度が求められる

一方で、セキュリティーをどう担保するかが重要

になってきます。また、保護者にとっては、この

ＧＩＧＡスクール構想には期待する一方で、有害

なサイトの閲覧やネット上のトラブルに巻き込

まれないかなど不安を感じている方もいらっし

ゃいます。今後、タブレットについては学校内で

の学習のみならず、校外での学習や家庭への持ち

帰りが想定されますが、有害なサイトへのアクセ

スの制限や個人情報の漏えいを目的とした外部

からの不正アクセスの防止など、端末の安心、安

全な活用についてはどのようにお考えかお伺い

いたします。 

  最後に、大項目３、広幡、六郷、塩井小学校の

統合についてお伺いいたします。 

  今年２月に米沢市立学校適正規模・適正配置推

進ロードマップが示され、私の地元であり母校で

もある六郷小学校を含む広幡小学校、塩井小学校

の３校が統合し、現米沢市立第六中学校の校舎を

利活用し、令和９年度に開校する計画が示されま

した。このことは２月10日付の山形新聞にも掲載

され、多くの市民が知るところとなりました。中

には既に決定事項として捉えられた方もいらっ

しゃったようですが、いまだ合意形成には至って

おらず、コロナ禍ということもあり、昨年度は地
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元説明会も開催できない状況であったと認識し

ております。 

  この計画は、廃校となる中学校の校舎を利活用

し、異なる地区の小学校を統合するということで、

教育面のみならず、まちづくりの観点からも本市

にとって重要な意味を持つとともに、今後の米沢

市立学校適正規模・適正配置等基本計画にとって

の試金石とも言うべき事業であると考えます。 

  また、この広幡、六郷、塩井地区は、隣接し、

中学校区が同一であり、広井郷地区とも呼ばれる

こともあります。昭和26年には米沢六中の前身と

なる組合立広井郷中学校が開校し、昭和34年には

３地区の人々の支援によって当時の純農村地域

では珍しい広井郷幼稚園が開園いたしました。こ

うしたことからも、広井郷地区の地理的、歴史的

なつながりの深さとこの地域の教育への熱意が

うかがえます。 

  こうした背景から、この統合について違和感や

抵抗を感じている方が私の周りでは少ないよう

に感じています。しかし、この統合は、今年度統

合となった南原小学校と関小学校、松川小学校と

関根小学校のような、これまでの比較的規模の大

きい学校へ小さい学校が統合する形とは違い、母

体のない新しい形での統合であると言えます。そ

こでお伺いいたします。 

  （１）米沢市立学校適正規模・適正配置等基本

計画に基づく広幡、六郷、塩井小学校の統合はど

のようなプロセスで進めるのか。 

  （２）この統合小学校の名称や校歌、校章等を

制定するに当たってはどのような考え方で進め

るのかお伺いいたします。 

  私からの壇上での質問は以上です。御答弁よろ

しくお願いいたします。 

○相田克平議長 吉田建設部長。 

  〔吉田晋平建設部長登壇〕 

○吉田晋平建設部長 私からは、１の国道121号の整

備促進についてお答えいたします。 

  初めに、（１）国道121号の役割について、本市

の認識についてでありますが、国道121号は、先

ほど古山議員からお話があったとおり本市窪田

町の国道13号を起点といたしまして、福島県喜多

方市、会津若松市を経て栃木県芳賀郡益子町まで

を結ぶ南東北から北関東の中央部を縦貫する延

長284キロメートルの幹線国道であり、山形、福

島、栃木の３県を結ぶ広域幹線道路であることか

ら、地域間の連携や交流の促進、沿線地域の経済

発展、観光振興を支えるなど、あらゆる観点で重

要な役割を担うとともに、市民生活に密接した極

めて重要な路線であると認識しております。 

  次に、（２）整備促進について国や県に要望す

べきではないかについてでありますが、初めに高

規格道路関係の現状をお知らせいたしますと、山

形県における高規格幹線道路といたしましては

東北中央自動車道、東北横断自動車道酒田線、日

本海沿岸東北自動車道が挙げられ、地域高規格道

路といたしましては新潟山形南部連絡道路、新庄

酒田道路、石巻新庄道路があります。また、国道

121号におきましては、会津縦貫北道路、会津縦

貫南道路及び栃木西部会津南道路が地域高規格

道路に位置づけられております。 

  地域高規格道路とは、高規格幹線道路を補完し、

地域の自立的発展や地域間の連携を支える道路

として整備することが望ましい路線として指定

されているもので、自動車専用道路もしくはこれ

と同等の規格を有し、おおむね時速60キロメート

ル以上の走行サービスを提供できる質の高い道

路で整備されております。 

  一方、米沢と喜多方を結ぶ大峠道路につきまし

ては、平成４年度に竣工し、当時としては幹線国

道としての機能を兼ね備えた規格の高い道路と

して整備されているところであります。 

  このように道路の高規格化が進められる中にお

いて、国道121号の地域高規格道路の整備促進に

向けては国及び沿線自治体が主体となり様々な

取組がなされております。国道121号沿線の県及

び市町村並びに各種団体関係者においては、山形
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県・福島県・栃木県国道121号改良促進期成同盟

会が組織され、毎年国に対して整備促進に対する

要望活動を行うとともに、重要物流道路としての

指定や大規模災害時の代替道路となる道路網の

整備などについて要望しているところでありま

す。 

  また、福島県側の会津縦貫北道路などの事業主

体であります国土交通省東北地方整備局郡山国

道事務所では、国道121号を貨物輸送路として利

用している山形県、福島県、栃木県の企業を対象

としたアンケート調査を令和２年度に実施して

おり、道路の利用状況や課題について生の声を聞

き、今後の整備の進め方や効果的な整備手法など

につなげる動きもあったところであります。 

  一方、山形県においては、現在おおむね20年か

ら30年間の方向性を示す新広域道路交通ビジョ

ン・新広域道路交通計画原案を策定しているとこ

ろでありますが、この計画の広域道路ネットワー

ク計画において国道121号大峠道路は一般広域道

路に位置づけとなっており、現時点では高規格道

路への位置づけはなされておらない状況であり

ます。 

  このような状況を踏まえ、本市におきましては、

国道121号大峠道路が高規格化されれば会津北部

との広域交流の促進及び活力の向上や高規格道

路の広域ネットワーク化によって多重性が確保

され、災害に強い道路網の構築が期待されている

ものと認識しておりますので、要望に関しまして

は近隣自治体との連携を図りながら調査研究を

してまいりたいと考えているところであります。 

  今後につきましては、国や県、近隣自治体など

との関係機関との調整が必要であり、歩調を合わ

せていく必要もございます。まずは平常時、災害

時を問わない安定的な輸送を確保するための機

能強化や、重点支援を受けられる重要物流道路の

指定を優先課題として、期成同盟会などを中心と

した要望活動を国や県に対して継続してまいり

たいと考えております。 

  私からは以上です。 

○相田克平議長 土屋教育長。 

  〔土屋 宏教育長登壇〕 

○土屋 宏教育長 私からは、２の本市におけるＧ

ＩＧＡスクールの現状についてと３の広幡、六郷、

塩井小学校の統合についてお答えいたします。 

  初めに、２の（１）本年度より導入されたＧＩ

ＧＡスクールの現状についてですが、１人１台端

末と校内ネットワークの整備が令和２年度末に

完了しました。４月中はアカウントの同意と配付

を行い、５月の連休明けから自分専用のアカウン

トでログインして端末の活用を始めました。 

  実際の活用状況は、小学校においては高学年か

らログイン操作の練習を始め、端末を有効に活用

するためのタイピング練習や各教科におけるウ

ェブページ検索に活用しています。小学校１年生

でもタイピングに取り組んでいる学校もありま

す。中学校においては、ログイン操作の練習を行

い、デジタル付箋を活用したクラスメートと意見

交流や授業の振り返りを記入して学習履歴を残

すなどの共同的で効率的な学習に活用していま

す。先進的な取組としては、３密を避けるために、

生徒会総会をウェブ会議システムで行った学校

もあり、ＧＩＧＡスクールの活用が進んでいる状

況です。 

  次に、（２）教職員に対する研修サポート体制

についてお答えいたします。 

  教職員の研修は、端末導入前の２月下旬から３

月上旬にオンライン研修会を行いました。操作補

助のため、各校にアドバイザー１名を派遣し、全

小中学校の教員を対象に５回に分けて実施しま

した。今後の授業での活用イメージを持ってもら

うために、今回導入された教育用グーグルのシス

テムの特徴と基本操作を研修内容としました。今

年度は、５月10日に各学校の一、二名の推進リー

ダーを対象にグーグルサービス内容を学ぶ１時

間のオンライン研修とアプリケーション操作を

学ぶ６時間の実技研修を行いました。同じ研修プ
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ログラムの内容ですが、できるだけ多くの教員が

研修に参加できるように、夏季休業中に５回の研

修会を計画しております。 

  サポート体制については、情報教育サポート事

業の拡充と新たにＩＣＴ支援員の導入を行って

おります。今年度から導入したＩＣＴ支援員は、

小学校３校、中学校２校にそれぞれ年間40日配置

し、授業とデジタル教材作成を中心に支援してい

ます。ＩＣＴ支援員と教育委員会で連携を密にし、

作成されたデジタル教材とＩＣＴ活用のつまず

きは校務支援システムで全小中学校と共有して

います。このことによって学校間の取組の差を解

消できるように、ＩＣＴ支援員に尽力いただいて

いるところです。 

  続いて、（３）端末の安心安全な活用について

ですが、不適切なウェブページへのアクセスは、

校内に設置されたフィルタリングシステムで防

止しています。フィルタリングの強度が強過ぎる

場合もあり、教育委員会と情報教育サポート事業

によって学校の実情に合わせてフィルタリング

の修正を行っております。また、端末を持ち帰っ

た際に機能するフィルタリングシステムは現在

準備中です。 

  セキュリティーに関しては、今回導入したクロ

ームブックは端末起動時に最新のＯＳに自動的

に更新され、ウイルス感染時は再起動することで

ウイルスを完全消去することができます。クロー

ムブックは簡単で安全にＯＳのセキュリティー

対策ができる仕様となっております。 

  今後も教職員研修と情報共有の充実を図り、Ｇ

ＩＧＡスクール構想の実現を進めてまいります。 

  続きまして、３の広幡、六郷、塩井小学校の統

合についてお答えいたします。 

  初めに、（１）どのようなプロセスで統合を進

めるのかについてお答えいたします。 

  昨年度作成しましたロードマップにおいて、令

和９年度に第六中学校校舎を使用し統合小学校

を開校するとお示ししたところですが、今年度、

まずは未就学児の保護者を含めた各小学校の保

護者に対し説明を行い、統合についての理解を深

めていきたいと考えております。統合に対する考

え方など保護者それぞれにあるのではないかと

思いますので、丁寧に聞き取り、お答えしてまい

ります。また、３つの地区において地元代表者協

議会を設立し、統合についての説明を行い、通学

などについて協議してまいります。また、統合小

学校の開校に向けた具体的な協議については、学

校長やＰＴＡ役員、地域の代表者から成る開校準

備委員会を設立し、新しい小学校を開校するため

の様々な内容について協議してまいりたいと考

えております。 

  次に、（２）学校名や校歌等を制定する際の考

え方についてお答えいたします。 

  統合小学校の開校に当たっては、さきに述べま

した開校準備委員会を設立し、学校活動に必要な

ことについて協議してまいります。また、新しい

小学校を開校するという考えですので、学校名や

校章、校歌などは現在の３校のものを使用するの

ではなく、新たに制定したいと考えております。

学校名や校章などは募集方法を公募とするなど、

広く市民の皆様にも加わっていただくようなこ

とも考えてまいります。 

  私からは以上です。 

○相田克平議長 古山悠生議員。 

○４番（古山悠生議員） 御答弁ありがとうござい

ました。 

  それでは、順番どおりに再質問させていただき

たいと思います。 

  まずは国道121号の高規格化に関連してお伺い

いたしますが、先ほどは防災上、危機管理の観点

から国道121号の高規格化の必要性を訴えたわけ

ですけれども、産業面から考えても高規格化は大

きなメリットがあると考えています。例えば観光

面で考えれば、会津若松市を含む会津地方は本市

と歴史的、文化的にもつながりが深く、今後、特

に広域観光については期待が高まっています。 
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  これは産業部長にお伺いしますけれども、今後、

広域観光の推進という観点から考えて、会津方面

とのアクセス向上の必要性についてはどのよう

に認識しておられるのかお伺いしたいと思いま

す。 

○相田克平議長 安部産業部長。 

○安部晃市産業部長 ただいま議員のお話の中にも

ありましたように、会津地域とは共通の歴史的な

出来事を積み重ねながら古くから交流があり、ま

た現在、車でこのテーマとして上がっております

国道121号を通って約１時間で行き来ができる非

常に身近な地域と考えております。 

  さらに、観光面では、自然、温泉、食という観

光客に対して訴求効果の高い共通する資源も持

っておりますので、広域観光を推進する上でさら

に利便性が向上するということについてはしっ

かりと取り組んでいかなければならないと考え

ております。 

○相田克平議長 古山悠生議員。 

○４番（古山悠生議員） ありがとうございます。 

  先ほど壇上でも建設部長からありましたけれど

も、現在、山形県では国土交通省からの通知に基

づいて新広域交通ビジョン・新広域道路交通計画

を策定しています。この計画は、都市間の移動を

スムーズにするとともに、災害時の代替機能の確

保と災害や雪に強いネットワークの形成を目指

し、さらにはＩＣＴの活用が盛り込まれています

が、この計画が本市にどのような影響を与えると

考えていらっしゃるか、建設部長にお伺いしたい

と思います。 

○相田克平議長 吉田建設部長。 

○吉田晋平建設部長 先ほども壇上でお答えさせて

いただきましたが、会津北部との広域観光の交流

促進であったり活力の向上であったり、一番は高

規格道路の広域ネットワーク化によって多重性

が確保され、災害に強い道路網の構築が期待され

るものと認識しているところであります。 

○相田克平議長 古山悠生議員。 

○４番（古山悠生議員） この計画は、おおむね20

年、30年後を計画期間としていますが、将来の本

市を形成する上で大きな意味を持つものだと思

います。残念ながら、先ほどもありましたけれど

も、この計画の原案の中では国道121号は高規格

道路に指定されませんでしたが、これからの道路

計画には広域的なネットワークの構築とともに

災害リスクに備えた防災という視点が非常に重

要になってくると思います。現在、国道121号の

期成同盟会が結成されていますので、さらなる、

30年後、40年後の未来を見据えて、米沢喜多方間

の高規格化を目指して、まずは情報収集とニーズ

の調査を積み上げていただくことで機運を高め

ていただきたいと思います。これはお願いで終わ

らせていただきたいと思います。 

  次に、ＧＩＧＡスクールに関連してお伺いいた

します。 

  ２学期から持ち帰り学習をしたいということで

したが、保護者の関心が高いのはオンライン授業

だと思います。昨年の約２か月間にも及ぶ全国一

斉休業の際にはオンライン授業を実施できた公

立学校は約５％と言われております。本市におい

ても実施されませんでしたが、当時は端末やネッ

ト環境が家庭ごとにばらつきがある、また教職員

にノウハウがない、そういった理由によって実施

されませんでしたけれども、今年５月には同じ置

賜地域の南陽市で新型コロナウイルスのクラス

ターが発生したことによって小中学校が全校休

業になるということが起きました。こういった事

態というのは本市においても当然想定されるこ

とだと思います。こうなった場合、現在米沢市で

休業となった場合、自宅に持ち帰ってオンライン

授業を実施するというのは可能なのかどうか、も

しできないのであれば、その課題についてお伺い

したいと思います。 

○相田克平議長 山口教育指導部長。 

○山口玲子教育指導部長 現在、子供たち自身が風

邪症状の場合だけではなく、家族の風邪症状のた
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めにも学校を休んで、出席停止という状況になっ

ております。個別で子供たちが休んだ場合につい

ては、ほかの子供たちが通常学校で学習しており

ますので、それについては今後学習保障というこ

とで有効な手段を考えていく必要があるかと思

います。 

  なお、休業になった際のオンライン授業ですけ

れども、２学期から端末を持ち帰って、まずは家

庭においてＷｉ－Ｆｉの接続が十分になされる

かというところの確認を行う必要があると捉え

ております。事前調査でＷｉ－Ｆｉルーターの貸

出しを希望する御家庭は把握しておりますが、お

うちにあると思っている御家庭でもうまく接続

できるのかというところの確認作業から入る予

定でおります。 

○相田克平議長 古山悠生議員。 

○４番（古山悠生議員） そういったところがクリ

アされれば緊急時にオンライン授業も可能にな

ってくるという認識でよろしいでしょうか。 

○相田克平議長 山口教育指導部長。 

○山口玲子教育指導部長 先ほどおっしゃっていた

だいたように、オンライン授業、私たちも未経験

の部分でございますので、どんな形でできるのか

というところも職員の研修も必要になるかと思

っておりますので、その辺も併せて進めていきた

いと思っております。 

○相田克平議長 古山悠生議員。 

○４番（古山悠生議員） 初めてのことなので慎重

にならざるを得ないというのは十分理解できま

すけれども、非常時においてはまずはやってみよ

うという姿勢、スピード感も大事になってくるの

ではないかと思っております。先ほど自宅で児童

生徒やその家族が濃厚接触者になったり自宅待

機する場合や、家族に風邪症状があって自宅待機

になった場合も想定していらっしゃるようなの

で、この点については非常に安心したところです。 

  それから、先ほど壇上から申し上げましたが、

パソコンが得意な先生もいれば苦手な先生もい

らっしゃると思います。こうした教職員の知識や

スキルの差が、クラスの差、子供たちの学力の差

につながらないかということを懸念するわけで

すけれども、スキルや知識のばらつきをなくすよ

うな対応策というのはどのようになっているで

しょうか。 

○相田克平議長 山口教育指導部長。 

○山口玲子教育指導部長 ＧＩＧＡスクール構想の

推進に当たりまして、市内の児童生徒が同様の取

組、活用ができるようにということで、まずは教

育委員会からの情報発信に力を入れております。

校務支援システムなどを使いながら情報共有を

したり、先進的な取組をしている学校を紹介しな

がら通信を発行する、各種研修会においてもでき

るだけ先生方がタブレットを手にしながら研修

することで必然的にも使っていくということで、

教員の操作スキル向上とシステムについての理

解促進を図っていきたいと思っております。 

○相田克平議長 古山悠生議員。 

○４番（古山悠生議員） ぜひよろしくお願いしま

す。 

  もう１点お伺いしたいのですけれども、物心つ

いたときからスマートフォンやパソコン、タブレ

ットが身近にあって、これからのデジタル社会を

生きていく子供たちにとっては、ネット社会とど

うやって付き合っていくのか、情報モラルであっ

たりＩＣＴリテラシーと呼ばれるようなものに

対する教育が非常に大切になってくると思いま

す。また、四六時中パソコンやタブレットと向き

合うことによって健康被害やネット依存になる

ようなこと、私も２人の子供がいる父親ですので、

そういったところが非常に心配なところですけ

れども、この点については教育現場ではどのよう

に指導していかれるお考えですか。 

○相田克平議長 山口教育指導部長。 

○山口玲子教育指導部長 情報リテラシーにつきま

しては、今回のタブレット端末導入前から子供た

ちには指導を続けているところですが、端末導入
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が始まって今後ますます重要になってくると捉

えております。 

  学年ごとに身につけたいリテラシーをまとめた

本市としての情報活用能力育成計画というのを

作成しております。また、今年度新たに子供たち

に端末活用の約束を示すというところでした。例

えば約束には、相手を傷つけたり嫌な思いをさせ

たりすることは絶対に書き込みませんとか、相手

を傷つけるというのはどんな使い方なのか、どん

な使い方が望ましいのかということを子供たち

と一緒に考えたり具体的な場面を想定したりし

ながら、さらに指導の充実を図っていきたいと思

っております。 

○相田克平議長 古山悠生議員。 

○４番（古山悠生議員） 今、指導部長からもあり

ましたけれども、単に大人がつくったルールを押

しつけるのではなくて、子供たちが自分たちでル

ールを考えてそれを守っていくということが大

切なのではないかと思います。この点に関しては

手探りの部分も教育現場であるかと思いますの

で、そういった教育現場の声を聞きながらよりよ

いものをつくり上げていただきたいと思います。 

  さらには、端末やネット環境をただ整備して終

わりではなくて、これからどんな教育を本市は目

指すのかという明確なビジョンを持って、どのよ

うに活用するかが重要だと思います。ぜひ米沢市

の特色が見える教育をお願いしたいと思います。 

  そういった意味では、ＳＤＧｓ未来都市等提案

書の中でも地域内の企業との連携によるデジタ

ル人財の育成を掲げていますので、今後の取組に

は大いに期待したいと思います。 

  次に、広幡、六郷、塩井小学校の統合について

お伺いしたいと思います。 

  大まかな統合までの流れについては理解したと

ころですが、改めて確認したいのですけれども、

地域説明会、地元代表者協議会、開校準備委員会

と段階が進む中で、３地区の代表者や保護者が集

まるのはどの段階でしょうか。 

○相田克平議長 山口教育指導部長。 

○山口玲子教育指導部長 広幡小、六郷小、塩井小

学校の３校につきましては、まずそれぞれの学校

の中で保護者の皆様、地域の皆様がどのようなお

考えを持っていらっしゃるのかということを共

有していただきたいと考えておるところです。開

校準備委員会、その前の地元代表者協議会を立ち

上げる前に、小学校の保護者の皆様がどのような

考えを持っているのか共有する場ということで、

例えばですが、ＰＴＡ会長などにまずはお集まり

いただいて、意見交換などをさせていただける場

を考えております。 

○相田克平議長 古山悠生議員。 

○４番（古山悠生議員） 保護者の方のお話をお聞

きしますと、統合については賛成しながらも、ほ

かの――私は六郷ですので、ほかの広幡、塩井が

どういう考えを持っているのか分からないとい

ったようなお話をお聞きします。そこで、協議ま

でいかないにしろ、３地区が情報を共有し、統合

への温度差が生じないように早い段階で３地区

が集まる場を設けていただきたいということを

言おうと思ったのですが、今、指導部長から出ま

したので、ぜひよろしくお願いしたいと思います。 

  次に、統合に向けての施設面についてお伺いし

たいと思います。 

  昨年度示された学校長寿命化計画の中で、現第

六中学校校舎の改修費用が２億2,000万円となっ

ていますけれども、この改修内容は具体的にどの

ようなものでしょうか。 

○相田克平議長 森谷教育管理部長。 

○森谷幸彦教育管理部長 現在の第六中学校の校舎

につきましては、本市の中学校で唯一教科教室型

として造られた学校でございます。これはホーム

ルーム等を行うオープンスペースの部屋と教科

ごとの授業を行う教室が別になっておりまして、

生徒は教科教室に移動するという形で学習をし

ているという状況であります。このような校舎で

小学生が学習することは難しい面もあろうかと
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考えておりまして、従来型の教室レイアウトに変

更するため、間仕切り壁の設置や改修を行い、普

通教室として使用できるようにする必要がある

と考えております。 

  また、現在、教科教室には空調設備が整備され

ておりますけれども、ホームルームを行うスペー

スには空調整備がないことから、教室として使用

する場合には新たに空調設備を整備することや、

校舎内の階段や各教室に備付けの備品、手洗い場

等の規格が中学生の体格に合わせたものになっ

ているということから、これを小学生の体格に合

わせるための改修を行う必要があると考えてお

ります。 

○相田克平議長 古山悠生議員。 

○４番（古山悠生議員） おぼろげながら校舎につ

いてはイメージできましたけれども、もう１点お

伺いしたいのですけれども、米沢市立第六中学校

というのは、市内のみならず、置賜地方の中でも

非常に学力が高い学校として知られております。

これはもちろん中学校の先生の御尽力があって

こそだと思っておりますけれども、この根底には

小規模校と言われる小学校ながらも少人数学級

の中で級友や先生、さらには地域の人々とのより

深い人間関係を構築してきたことや、きめ細やか

な学習指導の効果が少なからずあるかと思いま

す。この効果といったものは教育委員会でどのよ

うに評価、分析しておられるでしょうか。 

○相田克平議長 山口教育指導部長。 

○山口玲子教育指導部長 第六中学校の特色のある

活動としまして、年間６回ほど一斉テストに全校

で取り組んで、まずは基礎学力の定着を図ってい

る、それから縦割りの関係を生かしながら３年生

が１・２年生に教える活動についても積極的に行

っていることなどが挙げられると思われます。ま

た、教師も校内研修の一つとして月１研修会など

を実施しまして、積極的に授業力向上に取り組ん

でいます。生徒、教師、共に質の高い学びを実現

しようとする意識が高いことが学力の高さを維

持していることにつながっているのではないか

と捉えております。 

  あわせまして、３校の小学校においても、先ほ

どおっしゃっていただいたようにきめ細やかな

指導の中で実施されている様々な教育活動によ

りまして、子供たち一人一人にしっかりと力をつ

けていただいている、そのことも六中の学力を支

える一つではないかなと考えております。 

  広幡小、六郷小、塩井小学校にはこれまで培っ

てきた学校文化、歴史がございますので、統合小

学校の開校に当たりましてはそれぞれの特色や

よい点を生かしながら、それらを融合して新しい

ものを生み出していく、そのような統合となるよ

うに進めたいと考えておるところです。 

○相田克平議長 古山悠生議員。 

○４番（古山悠生議員） この小規模校で積み重ね

た知見や経験といったものは、米沢市の教育にと

っても非常に大きな財産だと思います。これをし

っかりと今後の教育にも生かしていっていただ

きたいと思います。 

  一方で、そうした効果をこの地域の方々は実感

しながらも、それ以上に多くの人と関わらせたい、

子供たちに多くの経験を積ませたい、そういった

思いから、この統合については前向きに捉えてい

る方が多いのではないかと思っております。 

  今回、議長の許可をいただきまして、参考資料

として令和９年度の統合小学校開校時の予定児

童数を提示させていただきました。 

  正直、この数字を見まして私も少し驚いたので

すけれども、予想以上に人口数が減少して、計画

当初の予想を下回っているのではないかと思い

ます。一番多い学年でも32人となって単学級とな

ります。今後、多少の増減があったとしても、ク

ラス替えができる１学年２学級以上とする、いわ

ゆる適正規模を満たさない形になりますけれど

も、現時点で広幡、六郷、塩井小学校の統合計画

自体が見直されるという可能性はございますか。 

○相田克平議長 山口教育指導部長。 
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○山口玲子教育指導部長 児童数につきまして、今

お示しいただいたとおり、令和９年度開校時、令

和２年度の出生数が確定したことで173名という

数字を捉えております。１学年単学級で、１学年

の児童が20から30名という状況です。児童数の推

移を見ますと令和７年度から令和９年度までの

３か年を見たときに、一定の水準を保ちながら推

移しているという状況を捉えております。 

  教育委員会としましては、基本計画で示してい

るロードマップに沿って進めていきたいと考え

ておりますが、なお現在分かっている人数につき

ましてもお示ししながら、３地区には丁寧な説明

をさせていただきたいと考えておるところです。 

○相田克平議長 古山悠生議員。 

○４番（古山悠生議員） まずは令和９年の開校に

向けて予定どおり準備を進めるということでよ

ろしいのかと思います。だとするならば、これま

で私も六郷地区で行われた説明会等に参加して

まいりましたけれども、単学級になる可能性につ

いては教育委員会から積極的に言及することは

なかったと思います。この統合によってクラス替

えができる１学年２学級以上になると思ってい

る保護者もまだたくさんいらっしゃいますので、

この点については今後より丁寧な説明、納得して

いただける説明が必要だと思いますけれども、い

かがでしょうか。 

○相田克平議長 山口教育指導部長。 

○山口玲子教育指導部長 ロードマップ自体の説明

会もなかなか開けなかった昨年度なのですが、今

年度につきましてはまずロードマップ説明会を

開く中で、特に３地区の方々には丁寧な説明をさ

せていただきたいと、積極的にというか、数字を

しっかりとお示ししながら説明をさせていただ

きたいと思っておるところです。 

○相田克平議長 古山悠生議員。 

○４番（古山悠生議員） 納得していただくにはや

はり数字を示すことも大切だと思いますけれど

も、一番大切だと思いますのは、統合小学校が一

体どういう方向性を持って学校を運営していく

のか、どういう理念を持って学校を運営していく

のかという方向性をしっかりと住民に示さなけ

れば、なかなか納得していただくには難しいと私

は思います。現時点でその理念や方針を示せとい

うのは非常に難しいと思いますので今は聞きま

せんけれども、できるだけ早い段階でそれを示し

ていただきたいと思っております。 

  もう１点お伺いしたいと思います。 

  米沢市立学校適正規模・適正配置等基本計画の

中に５年ごとに計画を見直すとありますけれど

も、この計画は平成30年度に策定されたため、期

間が20年という長期間でもありますので、先ほど

言ったような人口減少であったり国や県の教育

制度や方針の転換というものも十分今後予想さ

れていくと思います。こうした見直しというもの

は、５年というスパンの中で期間中に随時見直し

をかけていくものなのか、それとも５年を区切り

にして方針を転換するものであるのか、そこのと

ころをお伺いしたいと思います。 

○相田克平議長 山口教育指導部長。 

○山口玲子教育指導部長 小学生の人数を確認する

にはやはり出生数の状況を把握する必要がある

ということで、ある程度５年ぐらいをめどにとい

うことで確認はしていきたいと思っております

が、昨年度、基本計画に基づいたロードマップを

作成いたしましたので、現時点ではこのロードマ

ップに沿って粛々と進めてまいりたいと考えて

おります。 

○相田克平議長 古山悠生議員。 

○４番（古山悠生議員） 何が言いたいかというと、

今回の広井郷地区の場合で言えば、現第六中学校

校舎で令和９年に開校するというロードマップ

を示していただいたことによって、広井郷地区の

皆さんはある程度の安心感、安堵感というものを

得たと思いますので、これがもし仮に急にこの計

画が白紙になったり180度方針が転換するような

ことがあれば、何といいますか、行政の都合によ
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って子供や保護者が翻弄されるようなことはあ

ってはならないと思いますので、この点について

はぜひそういうことがないようにお願いしたい

と思います。 

  次に、もう１点お伺いします。 

  今回の統合、予定どおり進められるということ

でしたけれども、今回の統合は捉えようによって

は自分たちの地域から小学校がなくなると感じ

るような方も中にはいらっしゃるかと思います

ので、やはり大切なのは、そのことで学校への関

心が薄れるようなことがないように、地域の方に

自分たちの学校、おらだの学校だと思ってもらう

ような、そういう意識を持っていただくような活

動が必要だと思いますけれども、これについては

どのような対応策を考えていらっしゃいますか。 

○相田克平議長 山口教育指導部長。 

○山口玲子教育指導部長 広幡小、六郷小、塩井小

の３校につきましては、どの学校も地域とのつな

がりを大切にした学校経営が行われております。

また、それぞれの地域につきましては、教育に対

する関心が非常に高く、学校への愛着も持って常

に学校を支えていただいておる現状です。 

  今後、新しい統合小学校になっても同じように

愛着を持っていただけますように、先ほど学校名

とか校歌とか様々、校章というのもありましたが、

そういったことをつくり上げる過程の中でも３

校の取組を参考にしながら、開校の準備段階から

しっかりと共有を進めていきたいと考えており

ます。 

○相田克平議長 古山悠生議員。 

○４番（古山悠生議員） これは私からの提案とな

りますけれども、校歌が新しくなるということで

したけれども、これまで３校で歌われてきた校歌

が各校あると思います。そういった校歌を第二校

歌、第三校歌、第四校歌といった形で歌い続けて

いくような取組も必要ではないかと思いますけ

れども、この点についてどのようにお考えですか。 

○相田克平議長 山口教育指導部長。 

○山口玲子教育指導部長 校歌は本当に、小学校で

言えば６年間、中学校で言えば３年間歌い続け、

大人になっても自然と口ずさめるものだと思い

ます。それに対する愛着、思いというのはそれぞ

れ思い出とともにあるのかなと思われます。 

  新しい校歌をつくった際のこれまでの校歌の取

扱いについても、準備委員会の中で様々御意見を

いただきながら進めていけたらと考えておりま

す。 

○相田克平議長 古山悠生議員。 

○４番（古山悠生議員） ぜひよろしくお願いしま

す。時間が余りましたけれども、最後の質問にし

たいと思います。 

  これは教育長にお伺いしたいと思います。 

  私が小学校のときですけれども、当時５・６年

生の頃、当時の先生方が、将来、第六中で３地区

が一緒になるということや、その生徒たちが中学

校に行っても市内で活躍できるような生徒にな

ってほしいという思いから、合同運動会であった

り交流事業というものが盛んに行われておりま

した。 

  ちなみに、このときに私の担任だったのが、か

つて教育指導部長を務められた遠藤誠先生でし

た。当時、同じ学年の担任をされていたのが土屋

教育長御本人だったと記憶しております。 

  そういった経験もお持ちになって、広幡地区か

らの信頼も厚く、広幡小に通われている児童の保

護者の中には土屋先生の教え子も多くいらっし

ゃると思います。そういった教育長ですので、ぜ

ひ地域の思い、保護者の思い、そして何より子供

たちの思いをしっかりと酌んだ統合小学校にし

ていただきたいと思いますけれども、最後、時間

は十分にありますので、土屋教育長の思いを最後

聞かせていただければと思います。 

○相田克平議長 土屋教育長。 

○土屋 宏教育長 ありがとうございます。 

  私は、平成元年から平成６年まで広幡小学校に

勤めさせていただきました。当時、公民館が民営
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化になりまして、島貫嘉郎さんという広幡公民館

の館長が、こういうことをしたいと言うと何でも

してくださる、ジャンプ台も造ってもらいました。

砂場も２つ造ってもらいました。いろいろなもの

を造ってもらいました。 

  その中で、先ほどお話ありました３校の子供た

ちが仲よくして、そして六中で活躍してほしいと

いう思いがあって、３校の１年生から４年生まで、

５・６年生が陸上記録会に行っている裏番組で３

校遠足訪問して、３校の運動会を企画しました。

地域の方も「ぜひやっぺ、やっぺ」ということで

一緒に協力していただいて楽しく運動会をして、

その子供たちが六中に進んで、当時、五中をスタ

ートして六中まで全部の中学校を回る駅伝があ

りました。三十数回目にして六中が初めて優勝し

たのですが、そのときの子供たちが仲よし運動会

で育った子供たちでした。私も誠先生もコースを

ずっと一緒に回って、保護者の方、地域の方と喜

びながら、そしてゴールの六中でアンカーの子供

を待っていました。そういう思いのあるところで

あります。 

  また、六中の50周年のときに、私は教育委員会

におりまして、教育長のためにいろいろな資料を

整えていく中で、広井郷中学校が立ち上がるとき

の様子を調べさせてもらいました。３か村の村長

たちが、何とかおぼごだぢみんなを、何とか学び

の場をつくってやりたいという思いで頑張って、

その３人の村長のうちの１人がその心労で亡く

なったということも聞いております。 

  そういう思いのある地域ですので、広井郷地区

のこれからの教育を考えたときには、一つ一つの

地区ばらばらでなくて、やはり一つのくくりとし

て、くくりというか、関わりとして進めていくべ

きものだろうと思っておりますので、ぜひそうい

った思いで地域の方といろいろな話をして進め

ていければと思っています。本当にいい地域だな

と思っています。ありがとうございます。 

○相田克平議長 以上で４番古山悠生議員の一般質

問を終了し、暫時休憩いたします。 

 

午後 ３時１８分 休  憩 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

午後 ３時３０分 開  議 

 

○相田克平議長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

  ここで、あらかじめお諮りいたします。 

  本日の会議が定刻の午後４時まで終了しない場

合、会議時間を日程終了まで延長することにした

いと思いますが、御異議ありませんか。 

  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○相田克平議長 御異議なしと認めます。 

  よって、本日の会議が定刻の午後４時まで終了

しない場合、会議時間を日程終了まで延長するこ

とに決まりました。 

  次に進みます。 

  一つ、都市計画道路万世橋成島線と石垣町塩井

線の進捗状況について外１点、13番遠藤正人議員。 

  〔１３番遠藤正人議員登壇〕（拍手） 

○１３番（遠藤正人議員） 会派櫻田門の遠藤正人

でございます。 

  ６月定例会の質問でございますが、このたびは

新議場での初の定例会であります。そのため、私

も含めて議員の皆様のモチベーションが非常に

高い市議会となっているように感じます。私たち

議員も将来の米沢市の状況を見据えて、そしてま

た市民の皆様の生活が向上するように質問いた

しますので、当局の皆様からも前向きな、よき御

答弁をお願いしたいと思います。 

  さて、最近は新型コロナ感染症のため、外食が

めっきり少なくなっております。私も自宅で食事

することがほとんどでありますが、そこでテレビ

などを見ておりますと、割と工夫を凝らした家庭

料理や郷土料理の番組などを見かけることが多

い感じがいたします。思えば、御当地米沢にも古
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くは上杉鷹山公の時代から伝わるかてものと言

われるものがあります。 

  ここで少しかてものについて調べたことをお話

しさせていただきますと、上杉鷹山公時代にはい

ろいろな富国策がありました。草木供養塔や冬の

農家の副業として発展した笹野一刀彫、漆やウコ

ギの垣根、今に残る林業振興など数多くあります

が、1802年の享和２年に米沢藩が刊行した救荒書

「かてもの」があります。救荒とは飢饉の際に救

助すること、すなわち今で言う凶作などによって

起こる飢饉対策のマニュアルだったようです。で

すから、稲作の不作のときに山野に自生する草木

であったり、数年置いても食べられる干物だった

り、みその各種製造法だったり、凶作のときに食

用できるための知恵だったわけであります。そこ

から今では郷土料理として受け継がれてきたわ

けです。この続きは２回目の質問以降とさせてい

ただくことにして、本題の質問に入らせていただ

きます。 

  まず初めに、都市計画道路万世橋成島線と石垣

町塩井線の進捗状況についての質問であります。 

  山形県道路中期計画2028が2019年３月に策定さ

れておりますが、これによりますとその計画の第

４章地域のみちづくりビジョンの３、既存ストッ

クを有効活用し、快適な暮らしと地域の活力を生

み出すみちづくり、その施策の⑦生活圏間、都市

間のネットワーク及び生活幹線道路の整備推進

にということで、№40として米沢環状線（米沢市

本町地内・前期2019年から2023年）に調査着手に

丸印がついてあります。今年は2021年です。ここ

でお尋ねします。いつから都市計画道路万世橋成

島線について山形県の現状調査着手が始まるの

かお尋ねいたします。 

  次に、土地開発公社保有の土地についてであり

ます。 

  今から20年以上前になりますが、南部土地区画

整理事業が計画され、都市計画道路万世橋成島線

と石垣町塩井線の建設を行う上で、移転しなけれ

ばならない住民の方々の住宅建設用地などとし

てＪＲ米坂線の内側である、ちょうどＪＲ南米沢

駅北側の土地を活用していく計画であり、相当な

経費を要して土地を購入して、新たなまちづくり

をする大計画がありました。 

  そこでお聞きしますが、現在はその土地の活用

につきましては本市の活用の方針はどのように

なっているのかお聞きします。当初の計画では、

移転をする住民の方々の移転先に使う予定であ

ったわけですが、現在もその計画予定はあるので

すか。 

  次に、都市計画道路石垣町塩井線南進延長の建

設についてであります。 

  都市計画道路石垣町塩井線は、市立病院開業に

向けての命をつなぐ道路として本市は位置づけ

ておりますが、万世橋成島線の現況実施調査より

先に石垣町塩井線建設に向けた現状調査を実施

することや、または建設着工ができないかお尋ね

いたします。 

  次の質問に移ります。 

  市内の大学等との連携についてであります。 

  本市には山形大学工学部や同大学院、そして山

形県立米沢栄養大学、山形県立米沢女子短期大学

があり、学生数は合わせて4,000人を超える状況

にあります。学生4,000人以上、教職員の方々や

その家族を含めて考えますとそれらの大学の存

在は本市にとってはとても大きなことであり、経

済効果も考えますと本市のまちづくりに大きく

寄与していると言えるわけであります。 

  そこで、本市の大学等への支援内容について、

現在どのような状況なのかお尋ねします。また併

せて、新型コロナ感染の中での学生の支援内容に

ついてもお聞かせください。 

  次に、新たな学科新設に向けてでありますが、

最近では2017年（平成29年）には山形大学工学部

に建築・デザイン学科（定員30人）が増設され、

また同大学大学院の学科の再編成などもあり、そ

の定員が以前より増えているようです。これから
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本市も人口減少へ歯止めをかけることがなかな

か難しい中、市内の大学、短大に学生が増えるこ

とになれば、殊さら本市の経済やまちの活気にと

ても効果があり、有利なことになると考えます。 

  例えば、山形大学工学部に土木工学科が増設で

きないか、さらには2019年に京都府立大学文学部

に和食文化学科が増設されたように、歴史と食と

文化を扱う新学科を米短と栄養大学のコラボで

新学科をつくれないかなどと私は考え、提案した

いのです。 

  そこで、市内にある大学等に新たな学科増設を

するための調査研究を大学側と一緒に調査研究

してはどうかと思いますが、本市のお考えをお聞

かせください。 

  このたびは、これからの米沢市の明るい未来を

切り開くためにも、現在ある財産的要素といいま

すか、有効な資源、宝をバージョンアップして、

それから経済効果が生まれ、このまちの存続につ

なげるような施策、事業をしなければならないと

思い、都市計画道路と大学支援や新学科増設の質

問をさせていただきました。 

  まずは壇上からの質問を終わります。 

○相田克平議長 後藤総務部長。 

  〔後藤利明総務部長登壇〕 

○後藤利明総務部長 私からは、土地開発公社保有

の土地についてお答えいたします。 

  御質問の土地開発公社の保有地は、南部土地区

画整理事業のため、本市が財団法人米沢市開発公

社に先行取得を依頼して、当該法人が取得し、当

該法人が米沢市土地開発公社と統合したことか

ら、現在は土地開発公社が保有しているものであ

ります。 

  土地区画整理事業を目的とした先行取得であっ

たため、土地が全てまとまっているわけではなく、

また保有地の周囲には先行取得していない土地

が多く残っている状況です。また、現況は農地で、

仮登記のまま元の地権者に耕作を認めており、元

の地権者が維持管理を行うとともに固定資産税

を負担しているところでございます。 

  現時点におきましては、当該保有地の事業計画

は持ち合わせておりません。 

  引き続き県に対して都市計画道路万世橋成島線

の整備を求め、それに併せて当該保有地に係る事

業計画について検討する必要があると考えてい

るところでありますが、その実現には多額の事業

費が想定されることから、議会はもとより、関係

機関等との十分な協議が必要であると認識して

いるところでございます。 

  私からは以上です。 

○相田克平議長 吉田建設部長。 

  〔吉田晋平建設部長登壇〕 

○吉田晋平建設部長 私からは、都市計画道路万世

橋成島線と石垣町塩井線の進捗状況についてお

答えいたします。 

  初めに、都市計画道路万世橋成島線の山形県の

現況調査がいつ開始されるのかにつきましては、

平成30年度に県が策定した山形県道路中期計画

2028の中で、万世橋成島線の未整備区間の一部区

間、本町工区が前期令和元年度から令和５年度ま

での調査実施箇所に位置づけられたところであ

りますが、いまだ未実施の状況であります。 

  現状につきましては、当初計画からの交通量の

変化などを考慮しながら、未整備区間の構造など

について勉強会を行いながら調整を図っている

という段階であります。少なくとも前期期間の終

期となる令和５年度までには調査が着手される

ものと考えているところであります。 

  次に、（２）都市計画道路石垣町塩井線の南進

路線の建設についてでありますが、石垣町塩井線

は、市街地環状線を形成する主要幹線道路である

万世橋成島線と併せて市街地道路ネットワーク

を形成するための重要な整備予定路線であり、２

つの路線につきましては病院へアクセスする命

をつなぐ道路として大きな役割を担っておりま

す。 

  石垣町塩井線を先行して建設できないかとの御
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質問ですが、石垣町塩井線の南進を含めたこれら

２つの道路整備に当たっては、整備効果を最大限

発揮するためには共に歩調を合わせて事業を展

開していくことが重要であります。このことから、

両路線について早期着工できるよう今後とも県

と連携を図りながら事業を推進してまいりたい

と考えております。 

  私からは以上です。 

○相田克平議長 遠藤企画調整部長。 

  〔遠藤直樹企画調整部長登壇〕 

○遠藤直樹企画調整部長 私からは、２、市内大学

等との連携についてお答えいたします。 

  本市は、平成28年度から令和７年度までの米沢

市まちづくり総合計画の将来像として「ひとが輝

き創造し続ける学園都市・米沢」を掲げており、

学園都市として各大学への支援とともに学生に

対する支援にも積極的に取り組んでおります。 

  初めに、（１）市内大学等への支援内容につい

てでありますが、平成26年の米沢栄養大学の開学

に際し、その建設費用の一部として平成24年度か

ら今年度までの10年間、各6,000万円で合計６億

円の負担金を交付しております。 

  山形大学工学部に関しましては、今年度予算計

上しているものとしては、有機材料システム事業

創出センター運営費補助金として1,800万円、有

機エレクトロニクス産業集積推進業務委託料と

して1,000万円、山形大学産業研究所研究奨励金

として250万円、科学フェスティバル開催事業補

助金として160万円、地域イノベーション人材育

成事業補助金として100万円などの予算を確保し

ているところでございます。 

  また、市や商工会議所が事務局となり運営して

いる学園都市推進協議会においても、各大学が実

施する大会や研究会のほか、公開講座や調査事業

などに対して総額140万円の支援協力金の予算を

確保しております。 

  次に、（２）学生への支援内容についてでござ

いますが、以前から実施している事業としまして

は、学園都市推進協議会の事業として、学生情報

誌「ザワワ」の発行のほか、米沢エリア生活便利

手帳の新入生への配付、米沢のよさを知るバスツ

アーの開催、町なかにおける学生の活動拠点であ

る「まちなかＢＡＳＥ」の設置、卒業生への卒業

記念品の贈呈などの事業を実施しております。 

  また、コロナ禍の影響による学生への生活支援

として、昨年度は帰省自粛学生への米支援として

置賜産のはえぬき５キロを贈る支援を行いまし

た。今年度は、市内の学生と市外の大学等に在籍

する学生を扶養する市内在住の保護者に対し、米

沢市商店街連盟の買物券5,000円分を支給する米

沢市大学生等応援事業を企画し、この６月定例会

の補正予算案に提案しているところでございま

す。 

  また、生理の貧困が社会問題となっている中、

先月から生理用品の無償配布を実施しており、各

大学の女子学生約1,300人に対しても支援を行い

ました。 

  このほか、山形大学工学部の同窓会組織である

米沢工業会が実施する留学生への奨学金支給や、

教員と外国人研究者等との相互交流支援などの

国際交流事業に対して320万円の補助金を予算計

上しております。 

  次に、（３）新たな学科の新設に向けてでござ

いますが、まず山形大学工学部では、議員がお述

べになりましたとおり、平成29年に既存の８学科

が５学科に再編されるとともに昼間コースに建

築・デザイン学科が新設されました。これにより、

それまで１学年当たり620人だった定員が30人増

の650人となりました。昨年度、米沢キャンパス

の校舎拡張工事が完了したため、来年４月からは

２年生以上の学生が米沢キャンパスに移行する

予定となっております。また、大学院の組織見直

しも行われ、今年度から既存の８つの専攻が５つ

に再編され、１学年当たり276人だった定員が26

人増の302人となりました。 

  今後の学科新設について大学側のお考えをお聞
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きしたところ、今年度大学院に入学した学生が修

士課程を修了する令和５年度に博士課程の再編

を行うための準備を行っているところであり、そ

れ以外の学科見直しの考えは現段階ではないと

いうお考えでございました。 

  次に、米沢栄養大学と米沢女子短期大学につい

てですが、両大学の学科及び定員は、米沢栄養大

学が開学した平成26年度から変更はなく、１学年

当たり米沢栄養大学が40人、米沢女子短期大学が

250人となっております。米沢栄養大学の大学院

の定員については１学年当たり３人でございま

す。 

  今後の学科新設については、現時点で具体的な

検討は行っていないとのことでございました。 

  本市では、各大学と定期的に協議の場を設けて

意見交換を行っておりますので、そうした中で学

科の新設や再編の意向を確認しながら対応して

いきたいと考えております。 

  私からは以上でございます。 

○相田克平議長 遠藤正人議員。 

○１３番（遠藤正人議員） 御答弁ありがとうござ

いました。それでは、細部について質問させてい

ただきます。 

  順を追って質問させていただきますが、都市計

画道路石垣町塩井線、万世橋成島線関連ですけれ

ども、手元に資料がありまして、2019年２月、す

なわち山形県道路中期計画2028が３月に策定さ

れていますから、その直前の平成31年２月25日の

市長の定例記者会見の資料なのですけれども、そ

の場において大きく２つの質問がありまして、１

つは東北中央自動車道の山形方面の開通に向け

て期待と課題をお願いしますと、２つ目は新設米

沢市立病院を結ぶ既存道路とのアクセス道路の

整備についてどのように考えておられるかとい

うところで、中川市長は大変詳しく長々と、記者

会見ですから、されていまして、それを何回も読

ませていただいて、そうしたらキーポイントがあ

りました。その中の一部を話しさせていただきま

すと、市立病院と万世橋成島線から直結するのが

米沢市の都市計画道路である石垣町塩井線です。

これはちょうど福田町で丁字路となっている県

道の板谷米沢停車場線と万世橋成島線と接合し

ます。石垣町塩井線は市道でありますので、県の

万世橋成島線の整備と併せて一体となって進め

ていかなければならないと思っているところで

ありますというくだりです。 

  毎年、次年度の米沢市重要事業要望書というの

がありまして、来週の25日の金曜日ですか、私も

その役目で同席させていただきますが、昨年、令

和２年６月23日火曜日、令和３年度――つまり去

年が２年で――今年に向けての米沢市重要事業

要望説明会がありまして、その席上、議事の趣旨、

市長説明がありまして、その後、要望の中で、一

般県道米沢環状線の早期着工についてというこ

とで、さらに都市計画道路万世橋成島線の早期着

工と供用についてということで、置賜総合支庁の

建設部長がこのようにおっしゃっているのです

よ、平成26年から勉強会を一緒に行っていますと。

長いですからちょっとはしょりますけれども、米

沢市におかれては都市計画道路である石垣町塩

井線の調査に着手されたと伺っております。県と

しましても早期にこの区間の調査に着手できる

ように取り組んでまいりたいと考えております

ということです。そこでお尋ねします。 

  本市の石垣町塩井線の調査について、どのよう

なものか教えてください。 

○相田克平議長 吉田建設部長。 

○吉田晋平建設部長 先ほども壇上で答弁させてい

ただきましたが、歩調を合わせて事業展開をして

まいりたいと考えているところであります。 

  その理由といたしましては、主路線となる万世

橋成島線との構造形式や縦断線形、高さ関係など

の調整が必要となるため、万世橋成島線の先行調

査もしくは両路線の同時調査をする必要がある

というところ、さらには石垣町塩井線の国の補助

事業予算などを確保するには万世橋成島線の事
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業スケジュールなどを考慮する必要があり、石垣

町塩井線を先行して調査や着工することは財源

的にもなかなか難しい状況であるということを

御理解いただければと思います。 

  両路線につきましても、先ほどから申し上げて

いるとおり、早期着工できるように今後とも県と

連携を図りながら事業推進を図ってまいりたい

と考えているところであります。 

○相田克平議長 遠藤正人議員。 

○１３番（遠藤正人議員） 来週、置賜総合支庁で

要望しますので、ぜひ中川市長からも力強く応対

いただきたいと。一旦この件はここまでにして、

土地開発公社の保有土地についてお聞きします。 

  先頃の市政協議会で、米沢市より土地開発公社

が５億4,000万円のお金をお借りしていると。私

はそこで質問で有利子か無利子かという話を聞

いて、無利子だったということなのですけれども、

この公社の事業を見ても、ほとんど終わっている

というか、残りは南部土地区画整理事業のときの

土地、先ほどの説明では所有権移転の仮登記をし

て農家の方に耕作していただいている土地の残

務整理という言い方は失礼なんですけれども、今

後の明るい未来に向けた展開とでもいいましょ

うか、それをして、要は公社の借金５億4,000万

円を返済して一区切りという未来だと思うので

すけれども、そこでお尋ねします。 

  公社のトップ、理事長は副市長がなっていらっ

しゃるのではないかと思いますけれども、この５

億4,000万円について、今後どう市に返すのか、

その検討をしているかどうかお答えください。 

○相田克平議長 後藤総務部長。 

○後藤利明総務部長 先ほども申し上げましたが、

この土地につきましては米沢市が依頼して取得

していただいた経過がありますので、事業が廃止

になったことからこのような状況になっており

ます。そういった経過を踏まえまして、現時点で

は米沢市から５億4,000万円を無利子で貸付けし

て、公社の運営に関わっているわけでございます。

非常に重大な課題でありますが、なかなか解決が

難しい問題でもあります。この５億4,000万円に

ついては、事業計画を立てて適正に処分をしなけ

れば、制度の中での解決はなかなか難しい状況で

ございますので、今後十分に協議が必要だと認識

しております。 

○相田克平議長 遠藤正人議員。 

○１３番（遠藤正人議員） それではお尋ねします。 

  今の土地開発公社で、虫食い状況の土地、所有

権移転仮登記をしている土地を、あそこの耕作の

水田は未整理地ですから、それを農地の交換等を

して、公社独自でそれを集約することは可能でし

ょうか。 

○相田克平議長 後藤総務部長。 

○後藤利明総務部長 議員おっしゃるとおり、現在

の保有地につきましては分散しておりまして、ま

とまっておりません。これを整形地といいますか、

形を整えるためには新たに土地を取得あるいは

土地の交換などが必要となりますが、現況は農地

でありますので農地法が適用されます。農地法で

は農地所有適格法人以外の法人による農地取得

等を禁止しておりますので、土地開発公社はその

法人に該当しませんので、土地開発公社が主体的

になって保有地を整形することはできないとこ

ろでございます。 

○相田克平議長 遠藤正人議員。 

○１３番（遠藤正人議員） そのとおりです。土地

開発公社は、土地収用法と農地法の関係で、今の

段階では土地の交換、集めたりはできないです、

それは前回の南部土地区画整理事業という大き

な事業計画があったために。じゃあ今後その虫食

いの土地を集約して集めるためにはどうするか、

それの検討はなさっていますか。 

○相田克平議長 後藤総務部長。 

○後藤利明総務部長 具体的な検討はしておりませ

ん。 

○相田克平議長 遠藤正人議員。 

○１３番（遠藤正人議員） ぜひこの件は検討して
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いただきたいのですよ。私も調べたところ、新た

な事業化できる計画が出て、それが明確になれば

できますよというわけなのですよ、これは確認し

ています。その点は承知していらっしゃるか確認

させてください。 

○相田克平議長 後藤総務部長。 

○後藤利明総務部長 おっしゃるとおり、新たに当

該保有地の事業計画を立ててやれば可能という

認識はしております。 

○相田克平議長 遠藤正人議員。 

○１３番（遠藤正人議員） 先ほど５億4,000万円と

話しましたけれども、これはこの間の説明で５万

18平米、約５ヘクタールの土地なのですよ。これ

を処分して借金を返済する、そういった計画とい

うか、試算とかそういうのを財政当局はされてい

ますかね、お尋ねします。 

○相田克平議長 後藤総務部長。 

○後藤利明総務部長 その土地を有効に活用して売

却処分するには、まずは造成工事が必要となりま

すし、道路に接続するための道路、さらには上下

水道などの整備も必要となります。こういったこ

とから、市の事業とも関連が出てまいりますので、

多額の費用が想定されることから、なかなか難し

い状況でございますので、すぐに解決の糸口が見

つかるものではないと考えているところでござ

います。 

○相田克平議長 遠藤正人議員。 

○１３番（遠藤正人議員） ちょっとそれた話をし

ますけれども、全国に注目されているのです、米

沢のこと、米沢牛もそうですけれども。行政の仕

事としては民間の病院と公立病院を一緒にして

新築するなんていうのはとんでもないすばらし

い発想で、これはすばらしいなと私は思って、全

国紙で私は確認したのですけれども、すごいなと

思いました。そういった発想があれば何とかでき

るのではないかと思うのです。 

  ちょっと戻りますが、この５万平米、すなわち

５ヘクタールというのは、坪3.3平米で割ると約

１万5,151、１万5,000坪なんです。それで、仮に

その半分の7,575、7,500坪に国土交通省が出して

いる米沢市の土地の公示価格８万円ぐらい出て

いますから、掛けますとどうなるかというと５億

4,000万円、６億円ですか、チャラというか、ゼ

ロになるのですね、まだ残ると。ですから、事業

計画を先に立てて、それで公社が事業計画を立て

れば土地の集約や交換とか売却が可能になるわ

けですから、それでやったらどうかと。 

  先ほどの道路の件は確かに県と、高さとか構造

上ありますけれども、市道の石垣町塩井線も先行

して研究しなければいけないと思うのですけれ

ども、その点、当局はどのようにお考えになって

いるか御所見をお聞かせください。 

○相田克平議長 どなたが御答弁いただけますか。 

  遠藤正人議員。 

○１３番（遠藤正人議員） 質問を変えます。 

  本市は、土地開発公社の保有している土地を今

後生かすに当たってはまだ持ち合わせてないけ

れども、それを事業化する計画は道路関係だけし

か考えていないのか、それ以上の発想はないのか、

何か参考的にお答えいただけますか。 

○相田克平議長 後藤総務部長。 

○後藤利明総務部長 まず、議員おっしゃる現在の

保有地の処分につきましては、万成線の整備と連

動して考えなければならないと考えております

ので、その後の具体的な事業については今後だろ

うと考えております。 

○相田克平議長 遠藤正人議員。 

○１３番（遠藤正人議員） 今市議会でもいろいろ

（仮称）南西中学校の建設、給食の関係、市の土

地の関係なんか出ていますけれども、昨年ですけ

れども、山大工学部の先生とお話しする機会があ

りまして、私も現地を確認していますけれども、

ちょうど環状線の図書館の西側、堀立川の西側に

お寺がありますけれども、コンビニの間の建物、

古いのがあったのですけれども、それが解体なっ

たんですよ。これは老朽化になったから解体され
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たのかなとお聞きしたら、工学部の建物の容積と

いうか、建蔽率、何階建てとかありますから、そ

れがいっぱいだから、古いのを壊してやらないと

できないよと。それでいろいろお聞きしたら、駐

車場も堀立川を渡って、道路を渡って、前、大学

の官舎といいますか、職員官舎があったところに

駐車場を設けて、そこから先生方、職員、教職員

が歩いているのですけれども、実際本館まで歩け

ばいいのではなくて、先生方はその後城南５丁目

のお寺に近いところまでずっと歩くわけです。な

らば、ちょっと要望的になりますけれども、大学

も土地が不足しているような感じがしますので、

そういったところ、ですから、先ほど大学支援は

何ですかと、お金の話になりましたけれども、土

地開発公社の土地を、国立大学法人ですか、そう

いったところを協調して駐車場にするとか、場合

によってはそういった土地を、中学校建設のとき

に大学の土地を借りるから、その間は駐車場とし

て、ＪＲ南米沢駅前の土地、市の土地を貸します

よとか、何かそういったことができないかなと、

私もその程度の発想なんか思うのですけれども。

そういったところも本市のスタッフでやれば、民

間病院と公立病院を一緒にしてやりましょうな

んてやったのであれば、これぐらい私はできると

思うのですけれども、そういったところの検討会

とか内部で協議する場というのは、部を超えた話

とかそういうのはないでしょうか、お尋ねします。 

○相田克平議長 後藤総務部長。 

○後藤利明総務部長 先ほど申し上げましたけれど

も、南部住宅用地の扱いにつきましては非常に重

大な案件と考えておりますので、今後、様々な手

法も検討しながら、万成線の整備に合わせまして

検討していきたいと考えているところでござい

ます。 

○相田克平議長 遠藤正人議員。 

○１３番（遠藤正人議員） ちょっと視点を変えて

質問します。 

  もう一度お聞きしたいのですけれども、土地開

発公社の５億4,000万円、どこでゼロにする本市

の考えですか。 

○相田克平議長 後藤総務部長。 

○後藤利明総務部長 先ほど申し上げましたが、現

在の保有地だけではなかなか事業計画が難しい

と考えておりますので、さらなる追加買収、そし

てインフラの整備をした上で、そういった整備費

を含めた上での売却処分になってまいりますの

で、様々その手法についても課題が多いところで

ございます。今後、引き続き万成線の整備に合わ

せまして検討してまいりますし、今、議員から承

りましたことにつきましても含めてこれから庁

内で検討したいと考えております。 

○相田克平議長 遠藤正人議員。 

○１３番（遠藤正人議員） 今の答弁だと、例えば

料理に例えるなら、天ぷらを作るときに、えび天

を作るとき、エビにさらに衣をつけて大きくして、

それでやりましょうという何かバブルのときの

発想の御答弁のように聞こえるんですよ。 

  既に５億円以上の投資をして、それが塩漬けと

言われて、土地開発公社には無利子で貸している

けれども、市としてはそうではないわけですよ。

そういった中で、お金のない中でやっているので

あれば、今ある土地を交換とか集約すればいいわ

けで、その中でできるわけです、５ヘクタールあ

れば。そのためにはどうしても事業化計画が必要

で、それがあると土地収用法でも農地法でもクリ

アして、すぐできるのですよ。県がやらないとい

けないと、県を立てなければいけないと、それは

分かりますけれども、平成31年２月の定例会見で

は、市道の石垣町塩井線も大切だから、やります、

やりますと市長がおっしゃっているではないで

すか。そうすればスタッフも、市長が音頭を取っ

ているんだからやろうかと考えてもいいと思う

んですけれども、そういったところでちょっと視

点を変えて今後していただけないでしょうか、私

は要望したいのですけれども、どうですか。 

○相田克平議長 後藤総務部長。 
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○後藤利明総務部長 私としましてもこの課題につ

いてはなるべく早いうちに解決したいと考えて

いるわけでありますけれども、なかなかこれを解

決するには非常に多額の費用を要します。なので、

市の財政運営とのバランスも考えながら取り組

む必要がありますので、なかなかすぐには動けな

いという状況もございますので、先ほども申し上

げましたが、なお引き続き万成線の整備と合わせ

て検討していきたいと考えております。 

○相田克平議長 遠藤正人議員。 

○１３番（遠藤正人議員） ぜひ要望しますから検

討していただけませんか。 

  過去にですけれども、うまいことやった事業が

あって、今は法律で財源の関係でできないんです

けれども、米沢のＪＲの南側で南部農免道路とい

うのがありまして、これは南原の笹野本町地内か

ら芳泉町分校記念館前を通ってＪＲを越えて、跨

線橋を越えて万世町桑山の国道13号に出ると。農

免道路を造ったわけですよ。今、米沢市道に移管

されているのです。ただ、歩道がない、当然。だ

けれども、そういった、今これはガソリン税等の

関係が一般財源になって、できないのですけれど

も、何かそういったところをいろいろ知恵を出し

て考えて、後から、残地があるわけだから、土地

の所有権移転仮登記している土地があるから、そ

れで歩道を整備するとか何か、民間病院と公立病

院の２つをするぐらいの発想をお持ちの皆さん

であれば知恵が出ると思うのですけれども、ぜひ

ここは強く要望します。これは本当に大切ですの

で、よろしくお願いします。 

  ちょっとそれますけれども、本町地内、太田町

地内の土地を調べました。そうしたら、これは通

告してないから読み上げだけさせていただきま

すけれども、山形県の教育庁学校教育課、言わば

山形県の教育委員会が令和２年３月に東南置賜

地区の県立高校再編成整備計画で、令和７年度、

米沢工業高校と米沢商業高校を統合し、（仮称）

米沢産業高校を開校と、翌年の令和８年度、定時

制を夜間から昼間に移行ということで、これはネ

ットに出ていますし、県のホームページにも出て

いますから、皆さん当局の方は御存じでしょうけ

れども。 

  そうしますと、あの周辺、商業高校の建物で、

昼間の定時制が１学年40名で４学年になるわけ

ね。それでグラウンドと校舎を改装してと。ただ、

あそこに2017年に人工芝ホッケー場、ちょうど３

月の寒いときに、ホッケーの会長をなさっている

川西町の県議会議員の方と中川市長のテープカ

ットなんか写真を見ましたけれども、あれを学校

移転した後どうするか注目していて、逆にあれを

残して、今度はホッケーの縦横のメートルとサッ

カーの縦横、私はサッカーをやっていないから分

からないけれども、ほぼ同じぐらいではないかと

思いますけれども、そういったのもして、北のサ

ッカー場、今度は南のホッケー場を生かしてそう

いうのを使って、今度はまた新しい再編された産

業高校なんて私はいいことばかり考えているの

ですけれども、それも最後はこっちの丸の話なの

ですけれども。いろいろと調べると、資源、先ほ

ど壇上から言わせていただきましたけれども、今

ある資源をさらにバージョンアップすれば、いい

ものができると思うのですよ。ぜひその研究もし

ていただきたいと要望します。 

  一旦、時間もありますので、次の大学関係のこ

とを言わせていただきますが、この間、聞き取り

で、その前も私は予算委員会か何かで京都府立大

学の文学部の和食文化学科についてそういうこ

とを言ったときがありますけれども、それについ

て、今コロナで京都まで出張できませんからあれ

ですけれども、私も行っていませんけれども、何

かそういうので当局は調べられたかどうか教え

てください。 

○相田克平議長 遠藤企画調整部長。 

○遠藤直樹企画調整部長 今現在の段階ではまだそ

ういったところの調査はしておらないところで

ございます。 
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○相田克平議長 遠藤正人議員。 

○１３番（遠藤正人議員） ぜひ調査をしてくださ

い。これは、私も調べたら、食という、日本食が

大変グローバル、人気があって、ユネスコの無形

の遺産になったのかな。そういった格好で和食、

京都なんかはやはり京都の料理ですよね、何か食

べたくなるようなイメージになりますけれども。 

  ところが、米沢も、そういった御所のあった京

都の料理とは反対に、先ほど飢饉のとき、飢饉と

いうか、凶作のときの災害対応マニュアルではな

いけれども、かてものということで大変すばらし

い研究をされている、退官されましたけれども、

短期大学の先生やら生物学の先生やらいらっし

ゃって、そこにグッドタイミングで栄養大学がで

きたではないですか。そういったところをコラボ

レートする、こういった研究もぜひしていただき

たいと思いますが、そういった研究をしていただ

けますか、お尋ねします。 

○相田克平議長 遠藤企画調整部長。 

○遠藤直樹企画調整部長 大学側とは定期的に意見

交換していますので、そういった中でどういった

取組ができるのか、そういったところを協議して

いきたいと思っております。 

○相田克平議長 遠藤正人議員。 

○１３番（遠藤正人議員） 先ほど２の（３）新た

な学科の増設についてということで、当然行政か

ら各大学に聞くと、いや、そういうのはないです

よという話でありますけれども、全国の総合大学

というか、医学部、理学部、教育学部、工学部を

持っている大学を調べさせていただいたところ、

その中で工学部といえば、建築もそうですけれど

も、土木工学をメインにしているところがあるわ

けですよ。私はあまり得意ではないのだけれども、

分かりませんけれども、よく山形工事事務所の若

い所長が来ると、どこどこ大学の土木工学科卒業

でございますなんて挨拶をいただいて、すごいん

だなと思いますけれども。御当地において歴史的

に山大工学部を見ると、化学というか、繊維関係

というか、高分子というか、有機ＥＬと、それで

やっと建築が出ましたけれども、国土を考えれば

どうしても建築があったらもう一本の柱として

土木工学。ただ、今は土木工学と言わないで、社

会基盤整備の学科というか、環境何とかとつけて、

土木関係の難しい試験の資格を取得できるよう

な、そういったことをしているわけですよ。こう

いうのも大変魅力的ではないかなと思いまして、

私もリサーチしたら、本市の土木関係の方ですと、

山大農学部に農業土木はあるけれども、岩手大学

とか新潟大学とか東北大学、あるいは首都圏とか、

あとは私立となっていますので、山大工学部に土

木工学系があれば、そうすると充実するわけです

よ。震災があったから、福島があるから原子力ま

でと私は言いません。せめて土木工学と建築で、

これは強いんだと、インフラ整備に強いと、都市

計画もできるのだというところがあると大変魅

力的で、米沢、山大に行こうか、工学部に行こう

かと思うと私は思っているのですよ。確信してい

るのですよ。そういったことを次回、今日以降の

大学と折衝する場で提案とかどうでしょうか、考

えませんか、そういうことの勉強会でもしません

か、そういったことを言っていただけるかどうか

お尋ねします。 

○相田克平議長 遠藤企画調整部長。 

○遠藤直樹企画調整部長 大学側の意向ももちろん

あると思いますけれども、そういった提案はでき

るかと思いますので、まずは協議の場をつくって

いきたいと思っております。 

○相田克平議長 遠藤正人議員。 

○１３番（遠藤正人議員） あわせて、短期大学と

栄養大学で和食文化、かてもの、既にベースがあ

るわけなのですよね。先ほど、後からしますと言

いましたけれども、かてものについてはなかなか、

私も郷土料理が好きですからあれですけれども、

これはすばらしいと思うわけですよ。こういった

ところの研究をさらに深めて、しかも資格が取れ

て就職に有利なんて魅力的ではないかと思うの
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ですけれども、そういったことも短期大学や栄養

大学の方との協議の場、そういったことを工学部

と一緒に言っていただけますか、どうでしょうか。 

○相田克平議長 遠藤企画調整部長。 

○遠藤直樹企画調整部長 同じように、協議の場を

設けられないかどうか調整していきたいと思っ

ております。 

○相田克平議長 遠藤正人議員。 

○１３番（遠藤正人議員） 最近、建築・デザイン

科ができまして、30名ということなんですけれど

も、１年生は山形市で、２・３・４年、今どきだ

とやはり修士課程まで行って１・２年合わせて５

年間はいるわけね。そうすると３･５･15で150名、

１人例えば、今いろいろと学生支援もありますけ

れども、生活費を考えて、家賃何万円かに入って、

食べて飲んで、コロナもあればぐっとあれでしょ

うから、いろいろ学生のこれは経済効果が計り知

れないし、地元においても地域活性というか、経

済の波及効果が多いと思うのだけれども、こうい

ったシミュレーションとか市の当局でなさって

いるかどうか、あるいは建築・デザイン科が出た

ことでどれぐらい効果があったかの検証、これか

らでしょうけれども、そういった試算とかされた

ことがあるかどうかお尋ねします。 

○相田克平議長 遠藤企画調整部長。 

○遠藤直樹企画調整部長 地域経済への効果につい

ては検証したことはございません。 

○相田克平議長 遠藤正人議員。 

○１３番（遠藤正人議員） 要望ですけれども、試

算していただけないでしょうか、どうでしょうか。 

○相田克平議長 遠藤企画調整部長。 

○遠藤直樹企画調整部長 どういった手法ができる

のかどうかも含めて研究させていただきたいと

思っております。 

○相田克平議長 遠藤正人議員。 

○１３番（遠藤正人議員） そういったことで、今

度、先ほどのもう一回、土地開発公社の土地と大

学の支援の関係なのですけれども、そうしますと、

先ほどは取り留めのない駐車場みたいな話をし

ましたけれども、大学支援というのは、幾らお金

を出していますというよりは、まちづくりにぽん

と一緒にやって、キャンバスだって駅から近けれ

ばどうかなんてそういったことを考えてしたほ

うが私はいいのですけれども、そういう検討はし

ていただけないでしょうか、お尋ねします。 

○相田克平議長 後藤総務部長。 

○後藤利明総務部長 仮定の話になるかもしれませ

んけれども、山大から土地開発公社の土地の提供

等々のお話があった場合とすると、利用目的によ

りますが、農地転用のための様々な計画作成もご

ざいますけれども、可能性としてはゼロでありま

せんので、そのときの状況に従って検討はしたい

と思います。 

○相田克平議長 遠藤正人議員。 

○１３番（遠藤正人議員） 私、重箱の隅をつつく

わけではないですけれども、さっきの答弁の中で

石垣町塩井線も膨大な予算がかかるためという

ことで、その後を私は聞き取れなかったのですけ

れども、だから事業計画を立てないのだというこ

とでしょうか。私、計画であれば、そこでお金が

必要なわけではないから、どのぐらいかかるか先

に見積りを取るというか、出すと。言うなれば事

業計画を考える、いろいろなパターンを考える、

これを先行してすべきだと思いますけれども、こ

の点について御所見をお聞かせください。 

○相田克平議長 後藤総務部長。 

○後藤利明総務部長 先ほど私が申し上げたことに

つきましては、あくまでも南部住宅用地の部分の

開発についてのことでございました。 

  やはり事業計画と財政計画はセットでございま

すので、なかなか計画だけを先行というのは難し

いと思います。ただ、検討材料としまして様々な

手法ができますので、そういった意味での検討は

したいと思います。 

○相田克平議長 遠藤正人議員。 

○１３番（遠藤正人議員） これは要望になります
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けれども、１の（１）土地開発公社の保有土地に

ついて、この質問に対しては今のところ計画はご

ざいませんと、なしですという答弁をいただきま

したけれども、今真っ白であれば、新たなデザイ

ンを、将来を見据えて、若いスタッフも交えての

ワーキンググループでもつくってやったらどう

かと思うのですけれども、そういったことは市の

内部で検討が可能でしょうか。 

○相田克平議長 後藤総務部長。 

○後藤利明総務部長 内部の検討は可能でございま

すので、万成線の進捗状況に合わせながらそうい

ったことも検討したいと思います。 

○相田克平議長 遠藤正人議員。 

○１３番（遠藤正人議員） ぜひ検討していただい

て、議会に報告をいただきたいのですよ。中間報

告でもいいですけれども、例えばどれくらいの時

間がかかりますか、教えてください。 

○相田克平議長 後藤総務部長。 

○後藤利明総務部長 先ほど申し上げましたけれど

も、計画につきましては財政計画もセットになり

ますので、まずはどのような手法が可能かという

ことでの検討とさせていただきたいと思います

ので、なかなか公にできるまでにまとまるのかど

うか分かりませんので、なお今後引き続き検討さ

せていただきたいと思います。 

○相田克平議長 遠藤正人議員。 

○１３番（遠藤正人議員） 山形県の道路中期計画

の前期で、残り２年で調査着手としているわけで

すよ。その結果が出るわけですよ。その先の話、

それと合わせて市もしなければならないし、新た

なデザインを、グランドデザインを白紙の状態で

考えるんだったら今すぐやらなければいけない

と思いますけれども、そうお感じになりませんか、

責任者の方、御答弁いただけますか。 

○相田克平議長 後藤総務部長。 

○後藤利明総務部長 先ほど申し上げましたけれど

も、万成線の整備に合わせて検討してまいります

ので、議員おっしゃられるとおり様々な手法を踏

まえながら検討させていただきたいと思います。 

○相田克平議長 遠藤正人議員。 

○１３番（遠藤正人議員） 前の古い市役所庁舎の

職員通用口にポスターがあって、チャレンジとい

うか、ねっちょにやらなければいけない。私も、

これね、私の悪いところで、そのねっちょさが足

りなかったのですね。だからこれ、今後ねっちょ

にやらせていただきますけれども。 

  ただ、一つ、できればお言葉をいただきたいの

ですけれども、平成31年２月の定例記者会見で相

当詳しくいろいろと市長の思いをおっしゃって

いるわけですよ。そうすると、この場に至っては、

その後再選して、またやるのだという思いでやっ

ているわけですから、この決意、大変失礼ですけ

れども、南部土地区画整理事業のときは市議会に

いらっしゃった、その後どうするかということで

県議会でも力強くおっしゃった、今度は市長にな

られて、よし俺の番だからぐっとやるのだという

何かそういったところを一言いただければあり

がたいんですけれども、もしいただけるならお言

葉を頂戴したいのですが。 

○相田克平議長 中川市長。 

○中川 勝市長 万成線、一日も早く事業着手につ

くように努力しなければならないと思います。こ

れは命の道路ということで、今お話ありましたよ

うに、南部土地区画整理事業で駄目になってしま

ったもの、県では一切見向きしませんでした。そ

れを新病院建設という名目で何とか、命をつなぐ

道路だということで道路中期計画に入れていた

だいた経過があるわけでありますから、そこは石

垣町塩井線との連携をしながら一体化の中で取

り組んでいかなければならない、そのことによっ

て土地公社が持っている塩漬けになっている部

分も道路拡幅によって新たな取組が生まれてく

る、当然山大との連携についてもしっかりと今後

どうあるべきだと、まちづくりの中でそれはどう

いう連携ができるかということについてもしっ

かり関係団体と取り組んでまいりたいと考えて
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おります。 

○相田克平議長 以上で13番遠藤正人議員の一般質

問を終了いたします。 

 

 

 

  散    会 

 

○相田克平議長 以上をもちまして本日の日程は終

了いたしました。 

  本日はこれにて散会いたします。 

 

  午後 ４時３０分 散  会 

 


